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１
．

１
申

請
概

要
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

内
容

を
踏

ま
え

，
平

成
30

年
10

⽉
18

⽇
付

け
原

規
規

発
第

18
10

18
1号

に
て

認
可

され
た

⼯
事

の
計

画
（

以
下

 既
⼯

認
  

 
  

）
 

  
 

他
発

電
⽤

原
⼦

炉
 

附
属

施
設

  
  

 ⽕
災

防
護

設
備

  
基

本
設

計
⽅

針
 変

更
 

 
 

今
回

⼯
認

の
範

囲
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

とお
りで

あ
る

。
今

回
⼯

認
で

は
，

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

（
Ｄ

Ｂ
トン

ネ
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，
Ｓ

Ａ
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ネ
ル
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納
容

器
圧

⼒
逃

 
 装

置
 

設
置

 
 

建
屋

及
び

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

以
下

「特
重

施
設

」と
い

う。
）

の
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
を

除
く。
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に

係
る

範
囲
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象
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⽕
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防

護
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の
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容
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計
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設
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す
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⽕
災

感
知

器
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，
特

重
施

設
の

設
置

に
伴

い
，

Ｄ
Ｂ
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ネ

ル
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び
Ｓ

Ａ
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造
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⼒
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る
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本
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⽅
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に
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い
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別
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設
設

⼯
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に
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，
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理

 
注

意
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要
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⼯
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 今
回

⼯
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別

申
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審
査

 
効
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化

及
 

情
報

管
理
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底
 

図
る
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⽕
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容
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⼒
逃

 
 装
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設
置
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屋

 
⽕

災
区

域
又

 
⽕

災
区

画
 ）

―
○
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和
5年

5⽉
31

⽇
申

請
済

）

特
重

施
設

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕
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区

画
―

○
（

令
和

5年
5⽉

31
⽇

申
請

済
）

※
設

計
進

捗
を

踏
ま

え
，

⽕
災

防
護

設
備

⽤
 

  
 

 
 

及
 

⼆
酸

化
炭

素
 

 
 

 
設

置
場

所
，

個
数

，
名

称
等

 
変

更
 

 
 

 
，

令
和

5年
４

⽉
7⽇

付
 

 
 

設
計

及
 

⼯
事

計
画

変
更

認
可

 
申

請
済

 
 

（
令

和
5年

6⽉
9⽇

及
 

令
和

5年
6⽉

30
⽇

付
け

で
⼀

部
補

正
）

表
１
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請

範
囲

整
理

表

１
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概

要
，

適
⽤

条
文
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4

今
回

⼯
認

に
お

い
て

は
，

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
，

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
，

格
納

容
器

圧
⼒

逃
 

 装
置

 
設

置
 

 
建

屋
及

び
特

重
施

設
を

除
く。

）
に

係
る

「そ
の

他
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

附
属

施
設

」の
うち

「⽕
災

防
護

設
備

」 
基

本
設

計
⽅

針
及

 
関

連
 

 
添

付
書

類
 変

更
 

 
。

表
２

に
今

回
⼯

認
に

係
る

申
請

概
要

を⽰
す

。

No
.

項
目

申
請

概
要

1
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

⽅
針

、適
⽤

基
準

及
び

適
⽤

規
格

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

，
基

本
設

計
⽅

針
に

⽕
災

感
知

器
及

び
⽕

災
感

知
器

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
（

以
下

「⽕
災

感
知

器
等

」と
い

う。
）

の
設

置
⽅

法
の

記
載

を
追

加
す

る
。な

お
，

適
⽤

基
準

及
 

適
⽤

規
格

 
 

変
更

 
 

 
。

2
⽕

災
防

護
設

備
に

係
る

⼯
事

の
⽅

法
設

計
及

び
⼯

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

⼯
事

の
⽅

法
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

今
回

⼯
認

は
⽕

災
感

知
器

等
 

種
別

及
 

配
置

 
変

更
 

 
 

 
 

 
 ，

⼯
事

の
⽅

法
及

び
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

変
更

 
 

 
。

3
Ⅴ

-1
-1

-1
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

設
置

の
許

可
との

整
合

性
に

関
す

る
説

明
書

今
回

⼯
認

で
追

加
した

⼯
事

の
計

画
（

基
本

設
計

⽅
針

）
と設

置
許

可
申

請
書

との
整

合
性

を
⽰

す
。

４
Ⅴ

-1
-1

-6
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

⽤
され

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
⽕

災
感

知
器

等
の

共
⽤

の
設

計
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

今
回

⼯
認

 
種

別
及

 
配

置
 

変
更

 
る

も
の

で
あ

り，
共

⽤
 

設
計

 
変

更
 

 
 

。
5

Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
⽕

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
を

踏
ま

え
て

，
⽕

災
感

知
器

等
の

種
別

及
び

配
置

に
関

す
る

設
計

に
つ

い
て

⽰
す

。
6

Ⅴ
-1

-1
0

設
計

及
び

⼯
事

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

関
す

る
説

明
書

品
質

マ
ネ

ジ
メン

トシ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

⽰
す

。な
お

，
今

回
⼯

認
は

⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
 

変
更

 
 

 
 

 
 

 ，
品

質
 

 
 

  
  

 
 

 
 

変
更

 
 

 
。

7
Ⅴ

-1
-8

-3
原

⼦
炉

格
納

施
設

の
基

礎
に

関
す

る
説

明
書

原
⼦

炉
格

納
施

設
の

基
礎

の
耐

震
性

，
地

盤
の

健
全

性
に

つ
い

て
⽰

す
。な

お
，

今
回

⼯
認

は
⽕

災
感

知
器

等
 

種
別

及
 

配
置

 
変

更
 

 
 

 
 

 
 ，

原
⼦

炉
格

納
施

設
の

基
礎

の
耐

震
性

，
地

盤
 

健
全

性
 

変
更

 
 

 
。

８
Ⅴ

-2
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
耐

震
設

計
の

基
本

⽅
針

及
び

⽕
災

感
知

設
備

を
設

置
す

る
建

屋
の

地
盤

，
耐

震
性

に
つ

い
て

⽰
す

。
な

お
，

今
回

⼯
認

 
種

別
及

 
配

置
 

変
更

 
 

 
 

 
 

 ，
耐

震
設

計
の

基
本

⽅
針

及
び

建
屋

の
地

盤
，

耐
震

性
 

変
更

 
 

 
。

ま
た

，
⽕

災
感

知
器

等
の

取
付

⽅
法

は
，

既
⼯

認
 

 
構

造
強

度
 

有
  

 
 

  
 

確
認

  
⽅

法
 

取
 付

 
 

 
 

変
更

 
 

 
。

表
２

今
回

⼯
認

に
係

る
申

請
概

要

１
申

請
概

要
，

適
⽤

条
文

5



5

１
．

２
適

⽤
条

文
表

３
に

今
回

⼯
認

に
係

る
審

査
対

象
条

文
を⽰

す
。適

⽤
条

文
 

整
理

 
 

 
 

 
，

補
足

－
１

に
⽰

す
。

技
術

基
準

規
則

※
理

由
関

連
す

る
審

査
書

類
第

11
条

⽕
災

に
よ

る
損

傷
の

防
止

設
計

基
準

対
象

施
設

の
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
に

対
す

る
要

求
で

あ
り，

⽕
災

感
知

器
等

の
種

別
及

 
配

置
 

変
更

 
，

⽕
災

 
 

 
損

傷
 

防
止

 
関

 
 

設
計

 
影

響
 

 
 

  
 

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
，

本
条

文
は

審
査

対
象

条
文

で
あ

る
。

・Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
⽕

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

第
52

条
⽕

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

⽕
災

に
よ

る
損

傷
の

防
止

に
対

す
る

要
求

で
あ

り，
⽕

災
感

知
器

等
 

種
別

及
 

配
置

 
変

更
 

，
⽕

災
 

 
 

損
傷

 
防

止
 

関
 

 
設

計
 

影
響

 
 

 
  

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

，
本

条
文

は
審

査
対

象
条

文
で

あ
る

。

・Ⅴ
-1

-1
-7

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
⽕

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書

表
３

今
回

⼯
認

 
係

 
審

査
対

象
条

文
整

理
表

※
 

実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

及
 

  
附

属
施

設
 

技
術

基
準

 
関

 
 

規
則

第
4条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

地
盤

）
，

第
5条

（
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）

，
第

14
条

（
安

全
設

備
）

，
第

15
条

（
設

計
基

準
対

象
施

設
の

機
能

）
に

つ
い

て
も

，
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
要

求
で

あ
り関

係
条

文
とな

る
が

，
今

回
⼯

認
に

お
い

て
，

既
⼯

認
の

適
合

性
確

認
結

果
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い

。

１
申

請
概

要
，

適
⽤

条
文

6



6

表
４

に
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

前
後

に
お

け
る

⽕
災

防
護

設
備

（
2.

2.
1（

1）
に

係
る

事
項

）
に

対
す

る
要

求
事

項
を

比
較

し，
改

正
 

伴
 要

求
事

項
 

変
更

点
 

整
理

  
。

改
正

前
改

正
後

要
求

事
項

 
変

更
点

2.
2

⽕
災

の
感

知
、消

⽕
2.

2.
1

⽕
災

感
知

設
備

及
び

消
⽕

設
備

は
、以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

よ
うに

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
に

対
す

る
⽕

災
の

影
響

を
限

定
し

、早
期

 
⽕

災
感

知
及

 
消

⽕
 

⾏
 

 
設

計
で

あ
る

こと
。

(1
)

⽕
災

感
知

設
備

①
各

⽕
災

区
域

に
お

け
る

放
射

線
、取

付
⾯

⾼
さ、

温
度

、湿
度

、空
気

流
等

 
環

境
条

件
 

予
想

  
 

⽕
災

 
性

質
 

考
慮

 
 

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
⽕

災
を

感
知

で
き

る
場

所
に

設
置

す
る

こと
。

②
⽕

災
を

早
期

に
感

知
 

 
 

 
 固

有
 

信
号

 
発

 
 

異
 

 
種

類
の

感
知

器
又

は
同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

を
組

合
せ

て
設

置
す

る
こと

。ま
た

、そ
の

設
置

に
あ

た
って

は
、感

知
器

等
の

誤
作

動
を

防
止

す
る

た
め

の
⽅

策
を

講
じる

こと
。

③
外

部
電

源
喪

失
時

に
機

能
を

失
わ

な
い

よ
うに

、電
源

を
確

保
す

る
設

計
で

あ
る

こと
。

④
中

央
制

御
室

等
 

適
切

 
監

視
 

 
 

設
計

 
 

 
  

。

2.
2

⽕
災

の
感

知
・消

⽕
2.

2.
1

⽕
災

感
知

設
備

及
び

消
⽕

設
備

は
、以

下
の

各
号

に
掲

げ
る

よ
うに

、安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、系

統
及

び
機

器
に

対
す

る
⽕

災
 

影
響

 
限

定
  

早
期

 
⽕

災
感

知
及

 
消

⽕
 

⾏
 

 
設

計
で

あ
る

こと
。

(1
)

⽕
災

感
知

設
備

①
各

⽕
災

区
域

に
お

け
る

放
射

線
、取

付
⾯

⾼
さ、

温
度

、湿
度

、空
気

流
等

 
環

境
条

件
 

予
想

  
 

⽕
災

 
性

質
 

考
慮

 
 

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
⽕

災
を

感
知

で
き

る
よ

う固
有

の
信

号
を

発
す

 
異

 
 

感
知

⽅
式

の
感

知
器

等
（

感
知

器
及

び
これ

と同
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
を

い
う。

以
下

同
じ。

）
を

それ
ぞ

れ
設

置
す

る
こ

と。
ま

た
、そ

の
設

置
に

当
た

って
は

、感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
の

⽅
策

を
講

ず
る

こと
。

②
感

知
器

 
 

 
 

 
消

防
法

施
⾏

規
則

（
昭

和
３

６
年

⾃
治

省
令

第
６

号
）

第
２

３
条

第
４

項
に

従
い

、感
知

器
と同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

に
つ

い
て

は
同

項
に

お
い

て
求

め
る

⽕
災

区
域

内
の

感
知

器
 

網
羅

性
及

 
⽕

災
報

知
設

備
 

感
知

器
及

 
発

信
機

 
係

 
技

術
上

 
規

格
 

定
 

 
省

令
（

昭
和

５
６

年
⾃

治
省

令
第

１
７

号
）

第
１

２
条

か
ら第

１
８

条
ま

で
に

定
め

る
感

知
性

能
と

同
等

以
上

の
⽅

法
に

よ
り設

置
す

る
こと

。
③

外
部

電
源

喪
失

時
に

機
能

を
失

わ
な

い
よ

うに
、電

源
を

確
保

す
る

設
計

で
あ

る
こと

。
④

中
央

制
御

室
 

適
切

 
監

視
 

 
 

設
計

 
 

 
  

。

ａ
．

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
・要

求
事

項
 

変
更

 
 

 

ｂ
．

異
 

 
感

知
⽅

式
 

⽕
災

感
知

器
等

の
設

置
及

び
誤

作
動

防
止

・異
 

 
感

知
⽅

式
 

感
知

器
等

を
設

置
す

る
こと

を
明

記
ｃ

．
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

⽅
法 ・⽕

災
感

知
器

等
は

消
防

法
施

⾏
規

則
等

 
従

  
設

置
す

る
こと

を
明

記

ｄ
．

電
源

確
保

・要
求

事
項

 
変

更
 

 
 

ｅ
．

監
視

場
所

・中
央

制
御

室
に

て
監

視
で

きる
こと

を
明

記

表
４

⽕
災

防
護

審
査

基
準

 
改

正
後

 
 

 
 

⽕
災

感
知

設
備

 
対

 
 

要
求

事
項

 
変

更
点

 
整

理

２
⽕

災
防

護
審

査
基

準
改

正
の

要
求

事
項

の
明

確
化

7



7

⽕
災

防
護

審
査

基
準

（
平

成
25

 年
6 

⽉
19

 ⽇
制

定
）

既
⼯

認
（

基
本

設
計

⽅
針

）
1.

1
適

⽤
範

囲
本

基
準

は
、原

⼦
炉

施
設

に
適

⽤
す

る
。

1.
2

⽤
語

の
定

義
(1

3)
「⽕

災
防

護
対

象
機

器
」

原
⼦

炉
の

⾼
温

停
止

又
は

低
温

停
止

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
機

器
を

い
う。

(1
4)

「⽕
災

防
護

対
象

ケ
ー

ブ
ル

」
⽕

災
防

護
対

象
機

器
 

駆
動

若
  

 
制

御
 

 
ケ

ー
ブ

ル
（

電
気

盤
や

制
御

盤
を

含
む

。）
を

い
う。

(1
5)

｢安
全

機
能

｣
原

⼦
炉

の
停

止
、冷

却
、環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
抑

制
を

確
保

す
る

た
め

の
機

能
を

い
う。

2.
基

本
事

項
(1

)原
⼦

炉
施

設
内

の
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、系

統
及

び
機

器
を

⽕
災

か
ら防

護
す

る
こと

を
目

的
とし

て
、以

下
に

⽰
す

⽕
災

区
域

及
び

⽕
災

区
画

の
分

類
に

基
づ

い
て

、⽕
災

発
生

防
止

、⽕
災

の
感

知
及

び
消

⽕
、⽕

災
の

影
響

軽
減

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

した
⽕

災
防

護
対

策
を

講
じる

こと
。

第
２

章
個

別
項

目
1.

⽕
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
⽅

針
発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
は

，
⽕

災
に

よ
りそ

の
安

全
性

を
損

な
わ

な
い

よ
うに

，
適

切
な

⽕
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

設
計

とす
る

。⽕
災

防
護

対
策

を
講

じ
る

対
象

とし
て

「発
電

⽤
軽

⽔
型

原
⼦

炉
施

設
 

安
全

機
能

 
重

要
度

分
類

 
関

 
 

審
査

指
針

」の
クラ

ス
１

，
クラ

ス
２

及
び

安
全

評
価

上
そ

の
機

能
を

期
待

す
る

クラ
ス

３
に

属
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
とす

る
。

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
は

，
上

記
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

うち
原

⼦
炉

の
⾼

温
停

止
及

び
低

温
停

止
を

達
成

し
，

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

並
び

に
放

射
性

物
質

の
貯

蔵
又

は
閉

じ込
め

機
能

を
有

す
る

構
築

物
，

系
統

及
び

機
器

とす
る

。
(中

略
)

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

，
⽕

災
に

よ
り重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う，

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

⽕
災

区
域

及
び

⽕
災

区
画

に
対

して
，

⽕
災

防
護

対
策

を
講

じる
。

３
既

⼯
認

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
設

定
の

考
え

⽅

平
成

30
年

9⽉
26

⽇
付

け
原

規
規

発
第

18
09

26
4号

 
許

可
  

 
発

電
⽤

原
⼦

炉
設

置
変

更
許

可
申

請
（

以
下

「既
許

可
」と

い
う。

）
及

び
既

⼯
認

に
お

け
る

⽕
災

防
護

対
策

を
講

じる
機

器
の

選
定

を３
．

１
，

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
設

定
を３

．
２

，
⽕

災
感

知
の

設
計

を３
．

３
に

⽰
す

。

３
．

１
⽕

災
防

護
対

策
を

講
じる

機
器

等
の

選
定

⽕
災

防
護

審
査

基
準

に
お

け
る

記
載

よ
り，

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

で
あ

る
東

海
第

⼆
の

各
建

屋
に

対
し，

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
，

系
統

及
び

機
器

を
⽕

災
か

ら防
護

す
る

こと
を

目
的

とし
，

⽕
災

区
域

及
び

⽕
災

区
画

を設
定

して
い

る
。

東
海

第
⼆

に
お

け
る

「安
全

機
能

」を
有

す
る

機
器

とは
，

「発
電

⽤
軽

⽔
型

原
⼦

炉
施

設
 

安
全

機
能

 
重

要
度

分
類

 
関

 
 

審
査

指
針

」の
クラ

ス
１

，
クラ

ス
２

及
び

安
全

評
価

上
そ

の
機

能
を

期
待

す
る

クラ
ス

３
に

属
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

うち
原

⼦
炉

の
⾼

温
停

止
及

び
低

温
停

止
を

達
成

し，
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
並

び
に

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

又
は

閉
じ込

め
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
を

対
象

とし
て

い
る

。ま
た

，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

も
上

記
の

対
象

とし
て

い
る

。
表

５
に

⽕
災

防
護

対
策

を講
じる

機
器

等
の

選
定

に
関

す
る

基
本

設
計

⽅
針

，
別

添
１

に
原

⼦
炉

の
安

全
停

止
に

必
要

な
機

器
等

，
放

射
性

物
質

の
貯

蔵
・閉

じ込
め

機
能

を
有

す
る

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

器
リス

トを
⽰

す
。

表
５

⽕
災

防
護

対
策

を講
じる

機
器

等
に

関
す

る
基

本
設

計
⽅

針

8



8

⽕
災

防
護

審
査

基
準

（
平

成
25

 年
6 

⽉
19

 ⽇
制

定
）

既
⼯

認
（

基
本

設
計

⽅
針

）
1.

2
⽤

語
の

定
義

(1
1)

「⽕
災

区
域

」
耐

⽕
壁

に
よ

って
囲

ま
れ

、他
 

区
域

 分
離

  
 

 
 

建
屋

内
の

区
域

を
い

う。

(1
2)

「⽕
災

区
画

」
⽕

災
区

域
を

細
分

化
した

も
の

で
あ

って
、耐

⽕
壁

、離
隔

距
離

、
固

定
式

消
⽕

設
備

等
 

 
 分

離
  

 
⽕

災
防

護
上

 
区

画
を

い
う。

2.
基

本
事

項
(1

)原
⼦

炉
施

設
内

の
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
に

設
置

され
る

安
全

機
能

を
有

す
る

構
造

物
、系

統
及

び
機

器
を

⽕
災

か
ら防

護
す

る
こと

を
目

的
とし

て
、以

下
に

⽰
す

⽕
災

区
域

及
び

⽕
災

区
画

の
分

類
に

基
づ

い
て

、⽕
災

発
生

防
止

、⽕
災

の
感

知
及

び
消

⽕
、⽕

災
の

影
響

軽
減

の
それ

ぞ
れ

を
考

慮
した

⽕
災

防
護

対
策

を
講

じる
こと

。
①

原
⼦

炉
の

⾼
温

停
止

及
び

低
温

停
止

を
達

成
し、

維
持

す
る

た
め

の
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

及
び

機
器

が
設

置
され

る
⽕

災
区

域
及

び
⽕

災
区

画
②

放
射

性
物

質
の

貯
蔵

又
は

閉
じ込

め
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、系
統

及
び

機
器

が
設

置
され

る
⽕

災
区

域

第
２

章
個

別
項

目
建

屋
等

の
⽕

災
区

域
は

，
耐

⽕
壁

に
よ

り囲
ま

れ
，

他
 

区
域

 分
離

  
 

 
 

区
域

を
，

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
配

置
を

系
統

分
離

 
考

慮
  

設
定

 
 

。
（

中
略

）
屋

外
の

⽕
災

区
域

は
，

他
 

区
域

 分
離

  
⽕

災
防

護
対

策
 

実
施

 
 

 
 

 
，

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
を

設
置

す
る

区
域

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

配
置

を
考

慮
す

る
とと

も
に

，
延

焼
防

止
 

考
慮

  
管

理
 

踏
 

 
 

区
域

 
⽕

災
区

域
  

て
設

定
す

る
。

⽕
災

区
画

は
，

建
屋

内
及

 
屋

外
 

設
定

  
⽕

災
区

域
 

系
統

分
離

 
状

況
及

び
壁

の
設

置
状

況
並

び
に

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

配
置

に
応

じて
分

割
して

設
定

す
る

。

設
定

す
る

⽕
災

区
域

及
び

⽕
災

区
画

に
対

し
て

，
以

下
に

⽰
す

⽕
災

の
発

生
防

止
，

⽕
災

の
感

知
及

び
消

⽕
並

び
に

⽕
災

の
影

響
軽

減
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
した

⽕
災

防
護

対
策

を
講

じる
設

計
とす

る
。

３
既

⼯
認

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
設

定
の

考
え

⽅

表
６

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

設
定

及
び

⽕
災

防
護

対
策

に
関

す
る

基
本

設
計

⽅
針

３
．

２
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

設
定

建
屋

等
の

⽕
災

区
域

は
，

耐
⽕

壁
に

よ
り囲

ま
れ

，
⽕

災
防

護
上

重
要

 
機

器
等

 重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

配
置

 
系

統
分

離
 

考
慮

  
設

定
 

 
  

 
 

，
屋

外
の

⽕
災

区
域

は
延

焼
防

止
を

考
慮

して
設

定
し，

⽕
災

区
画

は
，

系
統

分
離

 
状

況
及

 
壁

 
設

置
状

況
並

 
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
 

配
置

に
応

じて
分

割
して

設
定

して
い

る
。

表
６

に
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
設

定
及

び
⽕

災
防

護
対

策
に

関
す

る
基

本
設

計
⽅

針
，

別
添

２
に

そ
の

他
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

附
属

施
設

の
うち

⽕
災

防
護

設
備

に
係

る
機

器
の

配
置

を
明

⽰
した

図
⾯

及
び

構
造

図
（

⽕
災

区
域

構
造

物
及

び
⽕

災
区

画
構

造
物

）
，

別
添

３
に

⽕
災

区
域

を明
⽰

した
図

⾯
を

⽰
す

。
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9

⽕
災

防
護

審
査

基
準

（
平

成
25

 年
6 

⽉
19

 ⽇
制

定
）

既
⼯

認
（

基
本

設
計

⽅
針

）

2.
2

⽕
災

の
感

知
、消

⽕
(1

)
⽕

災
感

知
設

備
①

各
⽕

災
区

域
に

お
け

る
放

射
線

、取
付

⾯
⾼

さ、
温

度
、湿

度
、空

気
流

等
 

環
境

条
件

や
予

想
され

る
⽕

災
の

性
質

を
考

慮
して

型
式

を
選

定
し、

早
期

に
⽕

災
を

感
知

で
き

る
場

所
に

設
置

す
る

こと
。

②
⽕

災
 

早
期

 
感

知
 

 
 

 
 固

有
 

信
号

 
発

 
 

異
 

 
種

類
 

感
知

器
又

 
同

等
の

機
能

を
有

す
る

機
器

を
組

合
せ

て
設

置
す

る
こと

。ま
た

、そ
の

設
置

に
あ

た
って

は
、

感
知

器
等

の
誤

作
動

を
防

止
す

る
た

め
の

⽅
策

を
講

じる
こと

。

③
外

部
電

源
喪

失
時

に
機

能
を

失
わ

な
い

よ
うに

、電
源

を
確

保
す

る
設

計
で

あ
る

こと
。

④
中

央
制

御
室

等
 

適
切

 
監

視
 

 
 

設
計

 
 

 
  

。

1．
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本

⽅
針

(2
)

⽕
災

の
感

知
及

び
消

⽕
⽕

災
感

知
設

備
の

⽕
災

感
知

器
（

⼀
部

「東
海

，
東

海
第

⼆
発

電
所

共
⽤

」（
以

下
同

じ。
）

）
は

，
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
に

お
け

る
放

射
線

，
取

付
⾯

⾼
さ，

温
度

，
湿

度
，

空
気

流
等

 
環

境
条

件
，

予
想

され
る

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し，
⽕

災
感

知
器

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
の

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
種

類
に

応
じ，

⽕
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う，
固

有
の

信
号

を
発

す
る

 
 

  
式

 
煙

感
知

器
及

 
 

 
  

式
 

熱
感

知
器

 
異

 
 

種
類

 
⽕

災
感

知
器

 
組

み
合

わ
せ

て
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

た
だ

し，
発

⽕
性

又
は

引
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

及
び

屋
外

等
は

，
環

境
条

件
や

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し
，

非
ア

ナ
ロ

グ
式

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
⽅

式
）

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

熱
感

知
器

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

煙
感

知
器

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

炎
感

知
器

（
赤

外
線

⽅
式

）
，

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

熱
感

知
カメ

ラ及
び

非
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

も
含

め
た

組
み

合
わ

せ
で

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

（
中

略
）

⽕
災

感
知

設
備

は
，

外
部

電
源

喪
失

時
又

 
全

交
流

動
⼒

電
源

喪
失

時
 

 
 

 
 

⽕
災

の
感

知
が

可
能

とな
る

よ
うに

蓄
電

池
を

設
け

，
電

源
を

確
保

す
る

設
計

とす
る

。ま
た

，
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
設

備
の

電
源

は
，

非
常

⽤
電

源
，

常
設

代
替

⾼
圧

電
源

装
置

又
は

緊
急

時
対

策
所

⽤
発

電
機

か
らの

受
電

も
可

能
な

設
計

とす
る

。
（

中
略

）
⽕

災
感

知
設

備
の

うち
⽕

災
受

信
機

盤
は

中
央

制
御

室
に

設
置

し，
⽕

災
感

知
設

備
の

作
動

状
況

を
常

時
監

視
で

き
る

設
計

とす
る

。

３
．

３
⽕

災
感

知
の

設
計

⽕
災

感
知

器
等

は
環

境
条

件
や

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し，
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

種
類

に
応

じ，
⽕

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よう
，

固
有

 
信

号
 

発
 

 
  

  
式

 
煙

感
知

器
及

 
  

  
式

 
熱

感
知

器
 

異
 

 
種

類
 

⽕
災

感
知

器
 

基
本

  
，

非
アナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

も
含

め
た

組
み

合
わ

せ
で

設
置

す
る

設
計

とし
て

い
る

。
表

７
に

⽕
災

感
知

の
設

計
に

関
す

る
基

本
設

計
⽅

針
，

別
添

４
に

⽕
災

感
知

器
等

の
型

式
ご

との
設

置
状

況
に

つ
い

て
，

別
添

５
に

各
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

図
，

別
添

６
に

東
海

第
⼆

に
お

け
る

⽕
災

感
知

器
等

及
び

消
⽕

設
備

の
区

画
別

設
置

状
況

に
つ

い
て

⽰
す

。
表

７
⽕

災
感

知
の

設
計

に
関

す
る

基
本

設
計

⽅
針

３
既

⼯
認

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
設

定
の

考
え

⽅
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４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
４

．
１

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
分

類
，

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
に

係
る

設
計

⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
に

伴
う適

合
性

を
検

討
す

る
に

当
た

り，
図

１
に

⽰
す

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

  
 

 
基

 
 

検
討

 
⾏

  
。そ

の
結

果
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
４

項
 

要
件

（
取

付
⾯

⾼
さに

関
す

る
規

定
）

を
受

け
，

選
定

す
る

⽕
災

感
知

器
等

 
⼀

部
 

 
 

  
式

 
熱

感
知

器
 

 非
  

  
式

 
炎

感
知

器
 

変
更

 
 

。
な

お
，

３
．

１
項

に
⽰

す
⽕

災
防

護
対

策
を

講
じる

機
器

等
の

選
定

及
び

３
．

２
項

に
⽰

す
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

設
定

に
対

す
る

⽕
災

防
護

審
査

基
準

 
要

求
事

項
 

変
更

 
 

 
 

 
，

既
許

可
及

 
既

⼯
認

 
 設

計
⽅

針
 

変
更

 
 

 
。ま

た
，

３
．

３
項

に
⽰

す
⽕

災
感

知
の

設
計

の
うち

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
に

つ
い

て
は

，
⽕

災
防

護
審

査
基

準
改

正
前

に
お

い
て

も
環

境
条

件
や

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し⽕
災

感
知

器
等

を
選

定
し，

異
 

 
感

知
⽅

式
 

⽕
災

感
知

器
等

を
選

定
す

る
こと

とし
て

い
る

た
め

，
既

許
可

及
び

既
⼯

認
か

ら
設

計
⽅

針
 

変
更

 
 

 
。

機 器 の 選 定 ⽕ 災 区 域 ・

⽕ 災 区 画 の 設 定

原
⼦

炉
の

安
全

停
止

，
放

射
性

物
質

の
貯

蔵
又

は
閉

じ込
め

に
係

る
機

能
を

有
す

る
構

築
物

・系
統

・機
器

を
抽

出
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

を抽
出

上
記

で
抽

出
した

構
築

物
・系

統
・機

器
を配

置
す

る
建

屋
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
Ｓ

Ａ
設

備
）

を配
置

す
る

建
屋

 
対

象
 

，
耐

⽕
壁

 
 

 
系

統
分

離
等

 考
慮

 ，
⽕

災
区

域
 設

定

壁
の

設
置

状
況

・D
B/

SA
設

備
の

配
置

に
応

じて
⽕

災
区

域
を分

割
し，

⽕
災

区
画

とし
て

設
定

※
１

へ

重
要

度
分

類
 

関
 

 
審

査
指

針
 

 
 

 
，

  
 

1，
クラ

ス
2及

び
安

全
評

価
上

その
機

能
を期

待
す

る
クラ

ス
３

構
築

物
・系

統
・機

器
を抽

出

10
図

１
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
（

１
／

６
）

11



４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

⽕ 災 区 域 ・ ⽕ 災 区 画 に 対 す る ⽕ 災 防 護 対 策 の 分 類 フ ロ ー

⽕
災

に
よ

り安
全

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

す
お

それ
が

な
い

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

か
（

万
⼀

⽕
災

が
発

生
した

場
合

に
お

い
て

も
，

設
置

され
て

い
る

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
の

機
能

が
影

響
を受

け
な

い
場

所
か

）

発
⽕

源
とな

る
可

燃
物

が
な

く可
燃

物
管

理
 

 
 可

燃
物

 
持

 
込

 
 

 
運

⽤
  

 
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
又

は
内

部
が

⽔
で

満
た

され
て

お
り，

⽕
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

場
所

，
か

つ
，

周
辺

と区
分

され
た

場
所

か

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
【A

】
・⽕

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
分

類
を

【表
１

０
】，

対
象

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
を

【表
１

０
補

足
】に

⽰
す

。

No No

Ye
s

※
２

へ

発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
うち

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
又

は
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
含

ま
れ

な
い

機
器

等
の

み
を

設
け

た
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
か

※
１

か
ら

設
定

す
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

に
対

して
⽕

災
防

護
対

策
を

実
施

（
⽕

災
感

知
器

等
 

２
種

類
 

異
 

 
感

知
⽅

式
 

設
置

 
基

本
）

No

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を1
種

類
設

置
す

る
⽕

災
区

域
・

⽕
災

区
画

【B
】

・⽕
災

感
知

器
は

ア
ナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

を優
先

す
る

が
，

既
設

の
⽕

災
感

知
器

を
考

慮
して

非
ア

ナ
ログ

式
も

含
め

て
選

定
し，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
き

設
置

・⽕
災

防
護

審
査

基
準

に
よ

らな
い

分
類

を
【表

１
０

】，
設

置
の

設
計

結
果

を別
添

8に
⽰

す
。

・発
電

⽤
原

⼦
炉

施
設

の
うち

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
又

は
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
含

ま
れ

な
い

機
器

等
の

み
を設

け
た

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

 不
燃

性
材

料
 

 
 

  
  

 
 又

 
⾦

属
 

  
構

成
  

 
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

の
み

を
設

け
た

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

・排
気

筒
モ

ニタ
設

置
区

画

⽕
災

防
護

審
査

基
準

 
基

 
 異

 
 

感
知

⽅
式

 
⽕

災
感

知
器

等
を

2種
類

設
置

す
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

 設
計

  
 

（
３

／
５

）
以

降
 

具
体

的
 

設
計

 ⽰
 

補
足

 
は

⽕
災

防
護

対
策

の
分

類

Ye
s

Ye
s

11
図

１
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
（

２
／

６
）

12



４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
１

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
３

／
６

）

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

を考
慮

し，
⽕

災
感

知
器

等
を

選
定

す
る

。
「環

境
条

件
に

応
じた

⽕
災

感
知

器
等

選
定

リス
ト」

を
【表

８
】に

，
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

フロ
ー

を
【図

２
】に

⽰
す

。

※
２

か
ら

⽕ 災 感 知 器 等 の

選 定 フ ロ ー

⽕
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
お

い
て

は
，

⽕
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う上
記

に
お

い
て

選
定

及
び

誤
作

動
の

防
止

を
検

討
した

⽕
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

考
え

⽅
に

基
づ

き，
固

有
の

信
号

を発
す

る
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
。

〇
無

炎
⽕

災
 有

炎
⽕

災
 考

慮
 ，

⽕
災

 
早

期
 

感
知

 
  

  
，

⽕
災

感
知

器
等

 
煙

感
知

⽅
式

 優
先

 ，
異

 
 

感
知

⽅
式

とし
て

，
熱

感
知

⽅
式

，
炎

感
知

⽅
式

の
優

先
順

で
選

択
す

る
。た

だ
し，

熱
感

知
⽅

式
の

熱
感

知
カメ

ラは
，

煙
・熱

（
熱

感
知

カ
  

 
除

 ）
 炎

感
知

器
 

  
異

 
 

2種
類

の
組

合
せ

が
選

択
で

きな
い

場
合

に
，

⽕
災

防
護

審
査

基
準

2.
2.

1(
1)

⽕
災

感
知

設
備

に
記

載
の

（
参

考
）

に
基

づ
き選

択
す

る
。

〇
同

⼀
の

設
置

場
所

に
対

して
2種

類
目

以
降

 
⽕

災
感

知
器

等
 

選
択

 
 

場
合

 
，

  
 

 
選

択
  

⽕
災

感
知

器
等

 異
 

 
感

知
⽅

式
の

も
の

を
選

択
す

る
。

〇
各

感
知

⽅
式

の
⽕

災
感

知
器

等
は

，
設

置
場

所
の

環
境

条
件

に
適

応
す

る
⽕

災
感

知
器

等
の

中
か

ら以
下

の
優

先
順

で
選

択
す

る
。

・⽕
災

感
知

器
（

検
定

品
）

を検
出

設
備

よ
り優

先
す

る
。

・誤
作

動
防

止
の

た
め

，
ア

ナ
ログ

式
の

⽕
災

感
知

器
等

を
優

先
す

る
。

※
3へ

※
１

１
か

ら 12

設
置

場
所

は
屋

外
か

消
防

法
施

⾏
規

則
 

適
⽤

対
象

 
 

 
 

⽕
災

区
域

 ⽕
災

区
画

【C
】

Ye
s

No

※
９

へ

⽕
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

を防
止

す
る

た
め

，
アナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

等
を優

先
して

使
⽤

す
る

こと
を

基
本

とし
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

⽕
災

感
知

器
等

を
使

⽤
す

る
場

合
は

，
感

知
⽅

式
の

特
性

及
び

設
置

場
所

に
お

け
る

温
度

（
周

辺
設

備
 

  
影

響
 

含
 

）
，

煙
 

濃
度

（
じん

あ
い

及
び

⽔
蒸

気
の

影
響

を
含

む
）

，
外

光
の

影
響

を考
慮

して
設

計
す

る
。

※
１

２
か

ら

⽕ 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

13



４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
１

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
４

／
６

）

取
付

⾯
⾼

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

 
規

定
  

 
⾼

さ2
0ｍ

以
上

の
場

所
か

Ye
s

炎
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器

Ye
s

※
８

へ

No

注
 

は
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

 
 

 
設

計
 

変
更

  
 

点
（

取
付

⾯
⾼

さ８
ｍ

以
上

に
適

⽤
す

る
。）

⽕ 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

No

Ye
s

No

Ye
s

No

13

※
3か

ら

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

Ye
s

放
射

線
量

 
⾼

い
場

所
か

（
⽕

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

No

※
６

へ
※

４
へ

※
５

へ
※

７
へ

天
井

が
⾼

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

⾯
⾼

さ2
0ｍ

未
満

）

No

Ye
s

煙
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

熱
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

③ ④ ⑤

③ ④ ⑤

①
①

，
②

②
，

③

（
該

当
な

し）

放
射

線
量

 
⾼

い
場

所
か

（
⽕

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

天
井

が
⾼

く大
空

間
と

な
って

い
る

場
所

か
（

取
付

⾯
⾼

さ8
ｍ

以
上

）

②

No

Ye
s

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
取

付
⾯

⾼
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ８
ｍ

未
満

）

取
付

⾯
⾼

  
消

防
法

施
⾏

規
則

 
規

定
され

る
⾼

さ8
ｍ

以
上

の
場

所
か

（
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ８
ｍ

以
上

）
）

14



４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
１

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
５

／
６

）

Ye
s

煙
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

熱
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

炎
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器

Ye
s

No

⽕ 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー （ 消 防 法 施 ⾏ 規 則 の 適 ⽤ 対 象 で は な い ⽕ 災 区 域 ・ ⽕ 災 区 画 ）

No

Ye
s

No

Ye
s

No

14

※
９

か
ら

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

設
置

場
所

は
開

放
空

間
か

（
屋

外
開

放
の

⽕
災

区
域

・
⽕

災
区

画
）

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
適

合
す

る
⽕

災
感

知
器

等
か Ye

s

No

煙
感

知
⽅

式
に

つ
い

て
す

べ
て

の
⽕

災
感

知
器

等
を

確
認

した
か

Ye
s

No

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

⽅
式

の
別

の
⽕

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

２
へ （

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
）

熱
感

知
⽅

式
を

選
択

※
１

１
へ

熱
感

知
⽅

式
に

つ
い

て
す

べ
て

の
⽕

災
感

知
器

等
を

確
認

した
か

No

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
適

合
す

る
⽕

災
感

知
器

等
か Ye

s

No

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
炎

感
知

⽅
式

を
選

択
※

１
１

へ

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

⽅
式

の
別

の
⽕

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

２
へ

※
１

０
へ

Ye
s

⑧ ⑨

⑥
，

⑦

⑥

⑦⑧ ⑨

取
付

⾯
⾼

  
消

防
法

施
⾏

規
則

 
規

定
され

る
⾼

さ8
ｍ

以
上

の
場

所
か

（
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ８
ｍ

以
上

）
）

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
取

付
⾯

⾼
さ８

ｍ
未

満
，

８
ｍ

以
上

）

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
取

付
⾯

⾼
さ

８
ｍ

未
満

）

設
置

場
所

は
開

放
空

間
か

（
屋

外
開

放
の

⽕
災

区
域

・
⽕

災
区

画
）

⑦
，

⑧
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４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
１

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
６

／
６

）

※
６

か
ら

※
８

か
ら

※
４

か
ら

⽕ 災 感 知 器 等 の 設 置 フ ロ ー

15

⽕
災

防
護

審
査

基
準

２
．

２
．

１
（

１
）

②
及

び
⼯

事
基

準
書

に
基

づ
き，

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置

※
１

０
か

ら

⽕
災

を有
効

に
検

知
で

き
る

よ
う

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置

熱
感

知
⽅

式
に

つ
い

て
す

べ
て

の
⽕

災
感

知
器

等
を

確
認

した
か

※
５

か
ら

※
７

か
ら

各
分

岐
の

環
境

条
件

に
適

合
す

る
⽕

災
感

知
器

等
か Ye

s

No
No

Ye
s

異
 

 
感

知
⽅

式
 

⽕
災

感
知

器
等

の
それ

ぞ
れ

に
つ

い
て

，
網

羅
性

 
確

保
 

 
 

設
置

⽅
式

 
確

⽴
  

 

終
了

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
別

の
感

知
⽅

式
を

選
択

※
１

１
へ

煙
感

知
⽅

式
に

つ
い

て
す

べ
て

の
⽕

災
感

知
器

等
を

確
認

した
か

Ye
s

No
各

分
岐

の
環

境
条

件
に

適
合

す
る

⽕
災

感
知

器
等

か Ye
s

No

⽕ 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

Ye
s

No

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
煙

感
知

⽅
式

の
別

の
⽕

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

２
へ

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

⽅
式

を
選

択
※

１
１

へ

（
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
熱

感
知

⽅
式

の
別

の
⽕

災
感

知
器

等
を

選
択

※
１

２
へ （
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

）
炎

感
知

⽅
式

を
選

択
※

１
１

へ

⽕
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

を【
表

９
】に

⽰
す

。
組 合 せ

結 果

16



16

⽕
災

感
知

器
等

に
つ

い
て

は
，

⽕
災

防
護

審
査

基
準

に
記

載
の

あ
る

環
境

条
件

（
放

射
線

，
取

付
⾯

⾼
さ，

温
度

，
湿

度
，

空
気

流
等

）
を

踏
ま

え
，

東
海

第
⼆

発
電

所
に

お
い

て
想

定
され

る
環

境
条

件
とし

て
，

大
空

間
 

煙
 

滞
留

  
  

環
境

，
放

射
線

の
影

響
を

受
け

る
環

境
，

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
環

境
，

屋
外

の
環

境
を

考
慮

し，
表

８
の

とお
り⽕

災
感

知
器

等
を

選
定

した
。な

お
，

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
に

当
た

って
は

，
図

２
 

⽰
 

⽕
災

感
知

器
等

 
選

定
  

 
 

基
 

 
 

検
討

 
⾏

  
。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
８

環
境

条
件

に
応

じた
⽕

災
感

知
器

等
選

定
リス

ト
感 知 ⽅ 式

⽕
災

感
知

器
(検

定
品

)
検

出
設

備
(検

定
外

品
)

⼀
般

的
な

環
境

条
件

考
慮

す
べ

き
環

境
条

件
※

（
大

空
間

 
煙

 
滞

留
  

  
，

放
射

線
 

影
響

，
引

⽕
性

 発
⽕

性
雰

囲
気

 
形

成
，

屋
外

環
境

）
考

慮
す

べ
き

環
境

条
件

(放
射

線
の

影
響

，
屋

外
環

境
)

煙
・ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
煙

感
知

器
（

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

所
で

使
⽤

可
）

・ア
ナ

ログ
式

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
（

天
井

が
⾼

く，
大

空
間

とな
って

い
る

場
所

の
監

視
に

適
応

）
・ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

放
射

線
量

 
⾼

 
場

所
 

使
⽤

可
）

熱
・ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
熱

感
知

器
（

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

所
で

使
⽤

可
）

 非
 

 
  

式
熱

感
知

器
（

放
射

線
量

 
⾼

 
場

所
 

使
⽤

可
）

・熱
感

知
カメ

ラ
（

屋
外

環
境

で
の

監
視

に
適

応
）

炎
・非

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

・非
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
（

屋
外

環
境

で
の

監
視

に
適

応
）

―

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

す
べ

て
の

環
境

条
件

考
慮

す
べ

き
環

境
条

件
※
が

あ
る

場
所

か
?

Ye
s

煙
・熱

・炎
の

感
知

⽅
式

ご
とに

，
⼀

般
的

な
環

境
条

件
を

考
慮

して
，

⽕
災

感
知

器
（

検
定

品
）

を
選

定
・ア

ナ
ログ

式
煙

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

炎
感

知
器

選
定

す
る

⽕
災

感
知

器
等

は
検

定
品

か

煙
・熱

・炎
の

感
知

⽅
式

ご
とに

，
環

境
条

件
を

考
慮

して
⽕

災
感

知
器

（
検

定
品

）
を

選
定

・非
ア

ナ
ログ

式
防

爆
型

煙
感

知
器

  
 

  
式

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

防
爆

型
熱

感
知

器
・非

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

・非
ア

ナ
ログ

式
炎

感
知

器
（

屋
外

仕
様

）

煙
・熱

・炎
の

感
知

⽅
式

ご
とに

，
環

境
条

件
を

考
慮

し検
出

設
備

を
選

定
・ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備
・熱

感
知

カメ
ラ

Ye
s

No
No

図
２

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
フロ

ー

※
異

 
 

感
知

⽅
式

 
⽕

災
感

知
器

等
 

設
置

 
 

⽕
災

区
域

 ⽕
災

区
画

 
 

 
 

 
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

，
  

 
 

，
⽔

蒸
気

を
考

慮
す

べ
き

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

は
な

い
。

※
大

空
間

 
煙

 
滞

留
  

  
環

境
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
る

環
境

，
引

⽕
性

又
は

発
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
環

境
，

屋
外

の
環

境

17



図
１

の
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
基

づ
き

，
東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

け
る

個
々

の
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

場
所

ご
との

環
境

条
件

（
大

空
間

 
煙

 
滞

留
  

  
環

境
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
る

環
境

，
引

⽕
性

又
は

発
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
環

境
，

屋
外

の
環

境
）

及
び

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し 
異

 
 

２
種

類
 

感
知

⽅
式

 
⽕

災
感

知
器

等
 

組
合

せ
結

果
並

び
に

設
置

環
境

（
温

度
（

周
辺

設
備

か
らの

影
響

を
含

む
）

，
煙

 
濃

度
（

じん
あ

い
及

び
⽔

蒸
気

の
影

響
を

含
む

）
，

外
光

の
影

響
）

を
踏

ま
え

た
⽕

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策
を表

９
に

⽰
す

。

設
置

対
象

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

該
当

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

種
類

ア
ナ

ログ
式

/
非

ア
ナ

ログ
式

設
置

環
境

を
踏

ま
え

た
⽕

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策

屋 内

①
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ
８

ｍ
未

満
）

・②
 

⑨
を

除
く⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
＊

1,
3

－

熱
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
2,

3
－

②
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ
８

ｍ
以

上
）

・原
⼦

炉
建

屋
通

路
部

３
階

，
４

階
・タ

ー
ビン

建
屋

（
ヒー

ター
室

）
等

煙
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
1

－

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

 感
知

原
理

 
 赤

外
線

３
波

⻑
式

 （
物

質
 

燃
焼

時
 

発
生

 
 

特
有

 
放

射
 

 
 

 
 

波
⻑

帯
 

３
 

検
知

  
場

合
 

 
 

発
報

 
 

）
 採

⽤
し誤

作
動

防
止

を
図

る
。

・建
物

内
に

設
置

して
い

る
こと

か
ら，

外
光

（
⽇

光
）

が
当

た
らず

，
⾼

温
物

体
が

近
傍

に
な

い
箇

所
に

設
置

す
る

こと
に

よ
り，

誤
作

動
防

止
を

図
る

。

③
天

井
が

⾼
く大

空
間

とな
って

い
る

場
所

・原
⼦

炉
建

屋
原

⼦
炉

等
６

階
（

オ
ペ

レ
ー

テ
ィン

グ
フロ

ア）

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
＊

1
－

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

 感
知

原
理

 
 赤

外
線

３
波

⻑
式

 （
物

質
 

燃
焼

時
 

発
生

 
 

特
有

 
放

射
 

 
 

 
 

波
⻑

帯
 

３
 

検
知

  
場

合
 

 
 

発
報

 
 

）
 採

⽤
し誤

作
動

防
止

を
図

る
。

・建
物

内
に

設
置

して
い

る
こと

か
ら，

外
光

（
⽇

光
）

が
当

た
らず

，
⾼

温
物

体
が

近
傍

に
な

い
箇

所
に

設
置

す
る

こと
に

よ
り，

誤
作

動
防

止
を

図
る

。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
９

環
境

条
件

及
び

⽕
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

⽕
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
（

１
／

３
）

＊
1:

平
常

時
 

状
況

（
煙

 
濃

度
）

 
監

視
 ,

か
つ

,⽕
災

現
象

（
煙

 
濃

度
 

上
昇

）
 

把
握

 
 

  
 

 
 

 
機

能
 持

 
 

 
＊

2:
平

常
時

 
状

況
（

温
度

）
 

監
視

 ,
か

つ
,⽕

災
現

象
（

急
激

 
温

度
 

上
昇

）
 

把
握

 
 

  
 

 
 

 
機

能
 持

 
 

 
＊

3:
原

⼦
炉

格
納

容
器

に
設

置
す

る
⽕

災
感

知
器

は
,運

転
中

は
信

号
を

除
外

す
る

設
定

とし
, 

  
 停

止
後

 
取

替
 ⾏

 
注

 
 

⽕
災

防
護

審
査

基
準

 
改

正
 

踏
 

 
 

設
計

 
変

更
  

 
点

（
取

付
⾯

⾼
さ８

ｍ
以

上
に

適
⽤

す
る

。）
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設
置

対
象

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

該
当

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

種
類

ア
ナ

ログ
式

/
非

ア
ナ

ログ
式

設
置

環
境

を
踏

ま
え

た
⽕

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策

屋 内

④
放

射
線

量
 

⾼
い

場
所

・主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

煙
吸

引
式

検
出

設
備

ア
ナ

ログ
式

＊
1

－

熱
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式
・主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
は

換
気

空
調

設
備

に
より

安
定

した
室

内
環

境
を維

持
  

 
 

  
 

 ，
通

常
 

熱
感

知
器

 同
様

，
周

囲
温

度
 考

慮
  

作
動

温
度

 
設

定
 

 
  

 
  

 
誤

作
動

防
止

 
図

 
 

⑤
引

⽕
性

又
は

発
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
所

（
屋

内
）

・蓄
電

池
室

・軽
油

貯
蔵

タン
ク（

デ
イタ

ンク
）

防
爆

型
煙

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・誤
作

動
を

誘
発

す
る

蒸
気

等
が

発
生

す
る

設
備

が
な

く，
換

気
空

調
設

備
に

よ
り安

定
した

室
内

環
境

を維
持

して
お

り，
蒸

気
等

が
充

満
す

る
お

それ
が

な
い

よ
うに

す
る

こと
に

よ
って

誤
作

動
防

止
を図

る
。

防
爆

型
熱

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・⽕
災

感
知

器
の

感
熱

素
⼦

に
サ

ー
ミス

タを
使

⽤
す

る
こと

で
，

⽕
災

感
知

器
の

作
動

値
を

蓄
電

池
室

内
の

周
囲

温
度

 
り⾼

め
に

設
定

す
る

こと
，

軽
油

の
引

⽕
点

又
は

軽
油

貯
蔵

タン
ク（

デ
イタ

ンク
）

の
最

⾼
使

⽤
温

度
  

⾼
 

に
設

定
す

る
こと

に
よ

って
誤

作
動

防
止

を図
る

。

屋 外

⑥
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ
８

ｍ
未

満
）

・常
設

低
圧

代
替

注
⽔

系
ポ

ンプ
室

・緊
急

⽤
海

⽔
ポ

ンプ
ピッ

ト
煙

感
知

器
ア

ナ
ログ

式
＊

1
－

熱
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
2

－

⑦
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

取
付

⾯
⾼

さ
８

ｍ
以

上
）

・常
設

低
圧

代
替

注
⽔

系
ポ

ンプ
室

煙
感

知
器

ア
ナ

ログ
式

＊
1

－

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

 感
知

原
理

 
 赤

外
線

３
波

⻑
式

 （
物

質
 

燃
焼

時
 

発
生

 
 

特
有

 
放

射
 

 
 

 
 

波
⻑

帯
 

３
 

検
知

  
場

合
 

 
 

発
報

 
 

）
 採

⽤
し誤

作
動

防
止

を
図

る
。

・屋
内

に
準

ず
る

環
境

に
設

置
して

い
る

こと
か

ら，
外

光
（

⽇
光

）
が

当
た

らず
，

⾼
温

物
体

が
近

傍
に

な
い

箇
所

に
設

置
す

る
こと

に
より

，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
９

環
境

条
件

及
び

⽕
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

⽕
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
（

２
／

３
） 18

＊
1:

平
常

時
 

状
況

（
煙

 
濃

度
）

 
監

視
 ,

か
つ

,⽕
災

現
象

（
煙

 
濃

度
 

上
昇

）
 

把
握

 
 

  
 

 
 

 
機

能
 持

 
 

 
＊

2:
平

常
時

 
状

況
（

温
度

）
 

監
視

 ,
か

つ
,⽕

災
現

象
（

急
激

 
温

度
 

上
昇

）
 

把
握

 
 

  
 

 
 

 
機

能
 持

 
 

 
注

 
  

  
⽕

災
防

護
審

査
基

準
 

改
正

 
踏

 
 

 
設

計
 

変
更

  
 

点
（

取
付

⾯
⾼

 ８
ｍ

以
上

 
適

⽤
 

 
 ）
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設
置

対
象

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

該
当

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

種
類

ア
ナ

ログ
式

/
非

ア
ナ

ログ
式

設
置

環
境

を
踏

ま
え

た
⽕

災
感

知
器

等
の

誤
作

動
防

止
対

策

屋 外

⑧
屋

外
開

放
の

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

・海
⽔

ポ
ンプ

室
・常

設
代

替
⾼

圧
電

源
装

置
置

場
（

地
上

部
）

熱
感

知
カメ

ラ
－

・外
光

（
⽇

光
）

か
らの

影
響

を考
慮

し，
遮

光
カバ

ー
を

設
け

る
こと

に
より

，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

炎
感

知
器

非
ア

ナ
ログ

式

 感
知

原
理

 
 赤

外
線

３
波

⻑
式

 （
物

質
 

燃
焼

時
 

発
生

 
 

特
有

 
放

射
 

 
 

 
 

波
⻑

帯
 

３
 

検
知

  
場

合
 

 
 

発
報

 
 

）
 採

⽤
し誤

作
動

防
止

を
図

る
。

・外
光

（
⽇

光
）

か
らの

影
響

を考
慮

し，
遮

光
カバ

ー
を

設
け

る
こと

に
より

，
誤

作
動

防
止

を
図

る
。

⑨
引

⽕
性

又
は

発
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
所

（
地

下
タン

ク）

・軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
・可

搬
型

設
備

⽤
軽

油
タン

ク設
置

区
域 ・緊

急
時

対
策

所
⽤

発
電

機
燃

料
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域

防
爆

型
煙

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

・地
下

構
造

に
よ

る
閉

鎖
空

間
に

よっ
て

，
直

接
風

雨
に

さら
され

な
い

環
境

に
設

置
す

る
こと

か
ら誤

作
動

す
る

可
能

性
は

低
い

。

防
爆

型
熱

感
知

器
非

ア
ナ

ログ
式

 軽
油

 
引

⽕
点

，
当

該
  

  
最

⾼
使

⽤
温

度
 考

慮
  

温
度

 作
動

値
とす

る
こと

か
ら誤

作
動

す
る

可
能

性
は

低
い

。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

表
９

環
境

条
件

及
び

⽕
災

の
性

質
を

踏
ま

え
た

⽕
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

結
果

並
び

に
設

置
環

境
を

踏
ま

え
た

誤
作

動
防

止
対

策
（

３
／

３
） 19

⽕
災

感
知

器
等

の
設

置
の

考
え

⽅
を

以
下

に
⽰

す
。

•
設

置
対

象
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
①

か
ら⑤

の
うち

，
煙

吸
引

式
検

出
設

備
 

省
令

 
定

 
 

感
知

性
能

 同
等

以
上

 
⽅

法
 

よ
り設

置
す

る
。 

 
他

 
⽕

災
感

知
器

 
 

 
 

 
消

防
法

施
⾏

規
則

第
２

３
条

４
項

及
び

⼯
事

基
準

書
に

基
づ

い
て

設
置

す
る

。
•

設
置

対
象

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

⑥
か

ら⑨
に

つ
い

て
は

，
消

防
法

施
⾏

規
則

 
適

⽤
対

象
 

 
 

 
 

 
，

⽕
災

感
知

器
等

を
，

⽕
災

を
有

効
に

感
知

で
き

る
よ

う設
置

す
る

。

20



20

図
１

の
設

計
フロ

ー
に

基
づ

き
，

⽕
災

防
護

審
査

基
準

 
 

  
 

分
類

 整
理

  
⽕

災
感

知
器

等
 

設
置

  
 

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

，
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

く⽕
災

感
知

器
を

1種
類

設
置

す
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

及
 

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
第

４
項

の
適

⽤
対

象
で

は
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
を

表
１

０
に

⽰
す

。
⽕

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
⽕

災
感

知
の

設
計

（
種

別
の

選
定

結
果

）
，

保
安

⽔
準

の
確

保
に

つ
い

て
は

，
４

．
４

項
に

⽰
す

。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討 表
１

０
⽕

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
分

類
分

類
⽕

災
感

知
器

等
の

設
置

該
当

場
所

A 
⽕

災
感

知
器

等
を

設
置

し
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
⽕

災
が

発
生

す
る

お
それ

は
な

い
こと

か
ら，

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
（

保
安

⽔
準

確
保

の
考

え
⽅

を４
．

４
．

１
に

⽰
す

）

発
⽕

源
  

 
可

燃
物

 
 

 可
燃

物
管

理
 

 
 可

燃
物

 
持

 
込

 
 

 
運

⽤
  

 
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
又

は
内

部
が

⽔
で

満
た

され
て

お
り⽕

災
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

な
い

場
所

，
か

つ
，

周
辺

と区
分

され
た

場
所

（
対

象
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
を

表
１

０
補

足
に

⽰
す

）

B 
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

く⽕
災

感
知

器
を

1
種

類
設

置
す

る
⽕

災
区

域
・

⽕
災

区
画

安
全

機
能

へ
の

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

が
な

い
こと

か
ら，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を設
置

す
る

設
計

（
保

安
⽔

準
確

保
の

考
え

⽅
を４

．
４

．
２

に
⽰

す
）

⽕
災

に
よ

り安
全

機
能

等
へ

影
響

を
及

ぼ
す

お
それ

が
な

い
場

所
・発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
の

うち
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

又
は

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

含
ま

れ
な

い
機

器
等

の
み

を
設

け
た

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

・不
燃

性
材

料
 

 
 

  
  

 
 又

 
⾦

属
 

 
 構

成
  

 
⽕

災
防

護
上

重
要

 
機

器
等

の
み

を
設

け
た

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

・排
気

筒
モ

ニタ
設

置
区

画
（

対
象

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

を
別

添
８

に
⽰

す
）

C 
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
⽤

対
象

で
は

な
い

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

表
９

に
⽰

す
⽕

災
感

知
器

等
を組

み
合

わ
せ

て
設

置
す

る
（

保
安

⽔
準

確
保

の
考

え
⽅

を４
．

４
．

３
に

⽰
す

）

常
設

低
圧

代
替

注
⽔

系
ポ

ンプ
室

※
１

緊
急

⽤
海

⽔
ポ

ンプ
ピッ

ト※
１

海
⽔

ポ
ンプ

室
※

２

常
設

代
替

⾼
圧

電
源

装
置

置
場

（
地

上
部

）
※

２

軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
※

３

可
搬

型
設

備
⽤

軽
油

タン
ク設

置
区

域
※

３

緊
急

時
対

策
所

⽤
発

電
機

燃
料

油
貯

蔵
  

 設
置

区
域

※
３

※
１

 
閉

鎖
空

間
で

あ
る

た
め

，
屋

内
 

準
  

⽕
災

感
知

器
 組

 
合

 
 

 
上

 
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

２
３

条
第

４
項

及
 

⼯
事

基
準

書
 

準
 

 
  

 
  

，
⽕

災
 有

効
に

感
知

で
き

る
設

計
とす

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
※

２
 

開
放

空
間

 
 

 
 

 
，

煙
 

拡
散

 
考

慮
  

⽕
災

感
知

器
等

 
組

 
合

 
 

 
上

 
，

監
視

範
囲

 
⽕

災
 

検
知

 
影

響
 及

 
 

死
角

 
 

 
  

 
 

 
  

 
，

⽕
災

を
有

効
に

感
知

で
きる

設
計

とす
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

※
３

 
閉

鎖
空

間
で

あ
る

た
め

，
屋

内
に

準
じた

⽕
災

感
知

器
を組

み
合

わ
せ

た
上

で
，

それ
ぞ

れ
の

タン
クの

マン
ホ

ー
ル

ご
とに

⽕
災

感
知

器
を

設
置

す
る

こと
で

，
⽕

災
を

有
効

に
感

知
で

き
る

設
計

とす
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

21



21

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

１
０

補
足

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

該
当

場
所

⼀
覧

⽕
災

区
画

番
号

⽕
災

区
画

(部
屋

)名
称

⽕
災

区
画

番
号

⽕
災

区
画

(部
屋

)名
称

⽕
災

区
画

番
号

⽕
災

区
画

(部
屋

)名
称

⽕
災

区
画

番
号

⽕
災

区
画

(部
屋

)名
称

R-
4-

10
FP

C逆
流

受
 

  
 室

RW
-2

-7
デ

ィス
トレ

ー
トコ

レ
クタ

ー
タン

ク室
NR

W
-B

1-
21

クラ
ッド

ス
ラリ

濃
縮

器
室

NR
W

-4
-2

減
容

固
化

系
乾

燥
機

復
⽔

器
室

R-
5-

2
キ

ャス
クピ

ット
除

染
室

RW
-3

-4
廃

液
濃

縮
器

A室
NR

W
-B

1-
22

クラ
ッド

ス
ラリ

濃
縮

器
加

熱
器

室
NR

W
-4

-1
2

補
機

冷
却

⽔
 

 
 

  
  

冷
⽔

膨
張

タン
ク室

R-
5-

5
CU

W
 F

/D
(A

)室
RW

-3
-5

廃
液

濃
縮

器
B室

NR
W

-1
-2

チ
ェス

室
0-

1
復

⽔
貯

蔵
  

  
  

R-
5-

6
CU

W
 F

/D
(B

)室
RW

-3
-6

活
性

炭
ベ

ッド
室

NR
W

-1
-1

5
チ

ェス
室

0-
4

DG
-2

Cル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

R-
5-

10
新

燃
料

貯
蔵

庫
RW

-3
-7

再
生

ガ
ス

メッ
シ

ュフ
ィル

ター
室

NR
W

-1
-1

6
電

磁
ろ

過
器

バ
ル

ブ
室

0-
5

DG
-2

Dル
ー

フベ
ント

ファ
ン

室

R-
5-

11
FP

C 
F/

D(
A,

B)
室

RW
-3

-8
除

湿
器

室
NR

W
-1

-2
3

キ
ャス

ク除
染

ピッ
ト室

0-
6

DG
-H

PC
Sル

ー
フベ

ント
ファ

ン
室

R-
5-

12
キ

ャス
クピ

ット
RW

-5
原

⼦
炉

建
屋

換
気

系
弁

エ
ンク

ロー
ジ

ャー
NR

W
-1

-2
4

ス
キ

マ
サ

ー
ジ

タン
ク室

0-
7-

1(
1)

バ
ッテ

リー
空

調
機

Aエ
リア

R-
6-

1
 

 
  

（
使

⽤
済

 
燃

料
 

 
ル

）
RW

-6
原

⼦
炉

建
屋

換
気

系
弁

エ
ンク

ロー
ジ

ャー
NR

W
-1

-2
5

電
磁

ろ
過

器
Ａ

室
0-

7-
1(

2)
バ

ッテ
リー

空
調

機
Bエ

リア

T-
1-

4
1階

通
路

NR
W

-B
3-

2
セ

メン
ト混

練
固

化
装

置
室

NR
W

-1
-2

6
電

磁
ろ

過
器

Ｂ
室

0-
7-

1(
3)

メタ
クラ

チ
ラー

ユ
ニッ

ト4
Bエ

リア

T-
1-

9
1階

階
段

室
NR

W
-B

3-
4

減
容

固
化

系
溶

解
タン

ク室
NR

W
-2

-1
0

超
ろ

過
器

供
給

タン
ク室

0-
7-

1(
4)

メタ
クラ

チ
ラー

ユ
ニッ

ト4
Aエ

リア

T-
1-

15
O

G再
結

合
器

B室
NR

W
-B

3-
11

クラ
ッド

ス
ラリ

上
澄

⽔
受

タン
ク室

NR
W

-2
-1

1
チ

ェス
室

0-
7-

1(
5)

M
CR

チ
ラー

ユ
ニッ

ト-
2エ

リア

T-
1-

16
O

G再
結

合
器

A室
NR

W
-B

2-
2

減
容

固
化

系
キ

ャッ
ピン

グ
装

置
室

NR
W

-2
-1

3
パ

イプ
チ

ェス
室

0-
7-

1(
6)

M
CR

チ
ラー

ユ
ニッ

ト-
1エ

リア

T-
1-

17
2階

階
段

室
NR

W
-B

2-
3

減
容

固
化

系
ペ

レ
ット

充
填

装
置

室
NR

W
-2

-2
0

チ
ェス

室
0-

7-
1(

7)
メタ

クラ
チ

ラー
ユ

ニッ
ト3

Aエ
リア

T-
2-

15
サ

ンプ
ル

ラッ
ク室

NR
W

-B
2-

10
使

⽤
済

樹
脂

貯
蔵

タン
ク室

NR
W

-2
-2

1
サ

ンプ
リン

グ
シ

ンク
室

0-
7-

1(
8)

メタ
クラ

チ
ラー

ユ
ニッ

ト3
Bエ

リア

RW
-B

1-
1

使
⽤

済
樹

脂
タン

ク室
NR

W
-B

2-
12

電
磁

ろ
過

器
供

給
タン

ク室
NR

W
-2

-2
2

チ
ェス

室
DY

-B
1-

2
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
B棟

地
下

1階

RW
-B

1-
5

廃
液

収
集

タン
ク室

NR
W

-B
2-

16
濃

縮
廃

液
受

け
タン

ク室
NR

W
-3

-3
減

容
固

化
系

ミス
トセ

パ
レ

ー
タ室

DY
-1

-2
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
B棟

1階

RW
-B

1-
7

廃
液

ス
ラッ

ジ
貯

蔵
室

NR
W

-B
2-

17
機

器
  

 処
理

⽔
  

 室
NR

W
-3

-1
3

チ
ェス

室
DY

-2
-1

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

B棟
2階

RW
-B

1-
9

廃
液

中
和

タン
ク室

NR
W

-B
1-

3
バ

ル
ブ

室
NR

W
-3

-1
5

給
気

加
熱

コイ
ル

Ｃ
室

0-
14

-3
常

設
低

圧
代

替
注

⽔
系

配
管

カ
ル

バ
ー

ト

RW
-1

-1
廃

液
サ

ンプ
ル

タン
ク室

NR
W

-B
1-

5
減

容
固

化
系

ペ
レ

ット
ホ

ッパ
室

NR
W

-3
-1

7
給

気
加

熱
コイ

ル
Ｂ

室
0-

14
-4

代
替

淡
⽔

貯
槽

RW
-1

-2
オ

フガ
ス

サ
ンプ

ル
ラッ

ク室
NR

W
-B

1-
15

サ
ンプ

リン
グ

シ
ンク

室
NR

W
-3

-1
9

給
気

加
熱

コイ
ル

Ａ
室

D-
B3

-2
⻄

側
淡

⽔
貯

⽔
設

備

RW
-2

-5
クラ

リフ
ァイ

ヤ
ー

タン
ク室

NR
W

-B
1-

20
バ

ル
ブ

エ
リア

室
NR

W
-3

-2
3

減
容

固
化

系
供

給
タン

ク室
K-

4-
3

緊
急

時
対

策
所

建
屋

屋
上
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４
．

２
既

⼯
認

 
  

変
更

点
，

変
更

理
由

 
明

確
化

４
．

１
項

の
検

討
結

果
を

踏
ま

え
て

，
既

⼯
認

 
  

変
更

点
及

 
変

更
理

由
 表

１
１

 
⽰

 
。

な
お

，
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
 

分
類

 
変

更
 

 
 

。
表

１
１

既
⼯

認
 

  
変

更
点

及
 

変
更

理
由

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

分
類

変
更

点
変

更
理

由
①

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

・「
アナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

」の
2種

類
の

組
み

合
わ

せ
を

「ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
・ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

・非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

」
の

3種
類

の
中

か
ら2

種
類

 
組

合
 

 
変

更
 

 
。

・ま
た

，
⼀

部
の

⽕
災

区
画

に
お

い
て

，
消

防
法

施
⾏

規
則

（
昭

和
３

６
年

⾃
治

省
令

第
６

号
）

第
23

条
第

4項
に

従
い

，
⽕

災
感

知
器

の
配

置
及

び
個

数
を

⾒
直

 
。

これ
らは

，
消

防
法

施
⾏

規
則

 
技

術
的

 
補

完
 

 
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

に
基

づ
く設

計
とす

る
。

（
既

⼯
認

に
お

け
る

各
⽕

災
感

知
器

等
の

配
置

図
を

別
添

５
，

今
回

⼯
認

の
各

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
図

を別
添

７
に

⽰
す

。）

・⽕
災

防
護

審
査

基
準

の
改

正
に

伴
い

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
で

定
め

る
⽕

災
感

知
器

の
設

置
要

件
に

お
い

て
は

，
取

付
⾯

⾼
さ8

ｍ
以

上
に

は
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器
設

置
は

適
さな

い
た

め
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

を
選

定
す

る
。

・⼀
部

の
⽕

災
区

画
に

お
い

て
，

⽕
災

感
知

器
を

機
器

直
上

の
み

に
設

置
す

る
設

計
とし

て
い

た
た

め
，

「消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

」を
適

⽤
し

，
⽕

災
感

知
器

を
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

対
し

 
網

羅
的

 
配

置
 

 
。

22
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23

４
．

３
⽕

災
防

護
審

査
基

準
に

基
づ

く⽕
災

感
知

の
設

計
⽕

災
感

知
器

 
 

 
 

 
消

防
法

施
⾏

規
則

第
２

３
条

４
項

及
 

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
 

基
 

 
 

設
置

 
 

 
，

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
に

定
め

る
設

計
に

つ
い

て
，

以
下

の
とお

り⽕
災

の
感

知
に

支
障

が
な

い
こと

を確
認

した
上

で
適

⽤
す

る
。

①
感

知
区

域
 

⾯
積

 
⼩

  
，

隣
接

感
知

区
域

 
⽕

災
感

知
器

 
 

 
  

 
，

⼀
定

 
範

囲
 限

度
  

 
，

⽕
災

感
知

器
 

設
置

 
⾏

 
 

 
設

計
【消

防
法

に
お

け
る

適
⽤

】
 

 等
 

 
  

仕
切

  
 

区
画

 
⾯

積
 

⼩
  

場
合

，
⽕

災
 

  
 

発
生

  
煙

又
 

熱
 

当
該

区
画

内
 

積
層

 始
 

 
 

 ，
 

 等
 

超
 

 
隣

接
 

 
区

画
 

流
 

込
 

  
 

時
間

 
短

 
 

 
，

⼀
般

建
築

 
 

 
 

⽕
災

 
感

知
 

支
障

 
 

 
 

の
と考

え
る

。
【東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

け
る

⽕
災

の
感

知
設

計
へ

の
適

⽤
】

原
⼦

⼒
発

電
所

 
建

物
 

 
 

 
 

，
⼩

区
画

 
隣

接
  

 
 

場
合

 
煙

及
 

熱
 

流
動

 
，

⼀
般

建
築

 
 

 
 

流
動

 同
 

で
あ

る
。そ

の
た

め
，

本
設

計
を適

⽤
した

場
合

に
お

い
て

も
，

⽕
災

の
感

知
に

支
障

は
な

い
。

②
⽕

災
感

知
器

 
設

置
⾯

 
 換

気
⼝

等
 

空
気

吹
 

出
 ⼝

  
 

鉛
直

距
離

 
1ｍ

以
上

あ
る

とき
に

，
⽕

災
感

知
器

と空
気

吹
き

出
 ⼝

  
⽔

平
距

離
 

1.
5ｍ

を
下

回
って

い
る

位
置

に
⽕

災
感

知
器

を設
置

す
る

設
計

【消
防

法
に

お
け

る
適

⽤
】

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

 
 

，
熱

感
知

器
 

空
気

吹
 

出
 ⼝

 
 ⽔

平
距

離
 

1.
5ｍ

以
上

離
 

 
位

置
 

設
置

 
 

  
 

定
 

 
 

 
 

，
感

知
器

 空
気

吹
 出

 ⼝
  

 
鉛

直
距

離
 

1ｍ
以

上
あ

る
場

合
，

空
気

吹
き出

し⼝
か

らの
直

接
的

 
気

流
 

影
響

 
受

 
 

  
 

 
 ，

⽕
災

 
 

  
発

生
  

熱
 

感
知

器
 

設
置

箇
所

 
滞

留
 

 
 

 
，

⼀
般

建
築

 
 

 
る

⽕
災

の
感

知
に

支
障

が
な

い
も

の
と考

え
る

。
【東

海
第

⼆
発

電
所

に
お

け
る

⽕
災

の
感

知
設

計
へ

の
適

⽤
】

原
⼦

⼒
発

電
所

 
建

物
 

 
 

 
 

，
感

知
器

 
設

置
⾯

 
 空

気
吹

 出
 ⼝

  
 

鉛
直

距
離

 
離

 
 

 
 

場
合

 
熱

 
流

動
 

，
⼀

般
建

築
 

 
 

 
流

動
 同

  
 

 
  

 
 

 
，

本
設

計
 

適
⽤

  
場

合
 

 
 

 
 

，
⽕

災
 

感
知

 
支

障
 

 
 

 

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

24



24

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
表

９
の

④
放

射
線

量
 

⾼
 

場
所

 
設

置
 

 
アナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

の
設

計
を以

下
に

⽰
す

。
•

主
蒸

気
管

  
 

 
室

 
放

射
線

量
 

⾼
 

場
所

 
 

 
 

 
，

ア
ナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

の
検

出
部

位
が

放
射

線
の

影
響

に
よ

り損
傷

し，
⽕

災
感

知
器

が
故

障
す

る
こと

が
想

定
され

る
。し

た
が

って
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う検
出

器
部

位
を

当
該

室
外

に
配

置
す

る
ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

。
•

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

に
設

置
す

る
ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備
は

，
試

験
⽤

配
管

に
煙

検
知

ユ
ニッ

トを
接

続
し，

末
端

部
の

吸
煙

⼝
に

「煙
感

知
器

加
煙

試
験

⽤
ス

プ
レ

ー
」を

吹
き

か
け

，
発

報
す

る
ま

で
の

時
間

を
測

定
した

試
験

に
よ

り光
電

アナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
感

知
器

と同
等

の
感

知
性

能
を

有
して

い
る

こと
を確

認
して

お
り，

有
効

に
感

知
で

きる
よう

設
置

す
る

。
•

な
お

，
異

 
 

感
知

⽅
式

 
感

知
器

  
 

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
（

接
点

式
）

 消
防

法
施

⾏
規

則
 

従
 

設
置

 
 

。

 
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

吸
煙

⼝
）

 
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

検
出

部
位

）

 
煙

吸
引

式
検

出
設

備
（

吸
煙

⽤
配

管
）

 
非

 
 

  
式

熱
感

知
器

図
３

主
蒸

気
管

トン
ネ

ル
室

23
9.

53
㎡R-

2-
7

（
取

付
⾼

さ8
m

未
満

）
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25

４
．

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
に

よ
らな

い
⽕

災
感

知
設

計
に

対
す

る
十

分
な

保
安

⽔
準

の
確

保
（

妥
当

性
の

確
認

）
４

．
４

．
１

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
発

⽕
源

  
 

可
燃

物
 

 
 可

燃
物

管
理

 
 

 可
燃

物
 

持
 

込
 

 
 

運
⽤

  
 

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

又
は

内
部

が
⽔

で
満

た
さ

れ
て

お
り，

⽕
災

が
発

生
す

る
お

それ
が

な
い

場
所

，
か

つ
，

周
辺

と区
分

され
た

場
所

 
例

  
 

，
非

常
⽤

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
ル

ー
フベ

ン
トフ

ァン
室

の
概

要
を

以
下

に
⽰

す
。そ

の
他

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

，
補

足
ー

５
参

照
。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
４

非
常

⽤
デ

ィー
ゼ

ル
発

電
機

ル
ー

フベ
ント

ファ
ン室

•
非

常
⽤

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
ル

ー
フベ

ン
トフ

ァン
室

は
，

発
⽕

源
とな

る
可

燃
物

が
設

置
され

て
お

らず
，

可
燃

物
管

理
 

 
 不

要
 

可
燃

物
 

持
 

込
 

 
 

運
⽤

とし
，

か
つ

，
コン

クリ
ー

トで
周

辺
と区

分
され

て
い

る
こと

か
ら，

⽕
災

が
発

生
す

る
お

それ
は

な
い

。
•

した
が

って
，

非
常

⽤
デ

ィー
ゼ

ル
発

電
機

ル
ー

フベ
ン

トフ
ァン

室
は

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
しな

い
設

計
とし

て
も

十
分

な
保

安
⽔

準
の

確
保

が
達

成
で

きる
。
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４
．

４
．

２
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

く⽕
災

感
知

器
を1

種
類

選
択

す
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

安
全

機
能

又
 

重
大

事
故

等
 

対
処

 
 

 
 

 
機

能
 

有
 

 
機

器
 

設
置

  
 

 
 

 
若

  
 

安
全

機
能

又
 

重
大

事
故

等
 

対
処

す
る

た
め

の
機

能
が

⽕
災

に
よ

り影
響

を
受

け
な

い
こと

か
ら，

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を
設

置
す

る
こと

で
十

分
な

保
安

⽔
準

の
確

保
が

達
成

で
き

る
。

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
は

，
光

電
式

ス
ポ

ット
型

煙
感

知
器

を
基

本
と

して
い

る
が

，
設

置
場

所
の

環
境

条
件

に
応

じて
以

下
の

とお
り⽕

災
感

知
器

を選
択

して
い

る
。具

体
的

な
配

置
図

を別
添

８
に

⽰
す

。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
く⽕

災
感

知
器

を設
置

す
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

Ye
s

炎
感

知
器

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

ニ（
イ）

か
ら

（
ト）

に
掲

げ
る

場
所

※
か

熱
感

知
器

光
電

式
ス

ポ
ット

型
煙

感
知

器

Ye
s

No

No

図
５

消
防

法
又

は
建

築
基

準
法

に
基

づ
き

⽕
災

感
知

器
を１

種
類

選
択

す
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
器

の
選

択
フロ

ー

取
付

⾯
⾼

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

 
規

定
  

 
⾼

さ2
0m

以
上

の
場

所
か

取
付

⾯
⾼

さ2
0ｍ

未
満

で
は

あ
る

が
，

大
空

間
とな

って
い

る
場

所
か

光
電

分
離

型
煙

感
知

器

No

Ye
s

※
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
ニに

掲
げ

る
場

所
は

以
下

の
とお

り
（

 ）
  

 
 

 微
粉

又
 

⽔
蒸

気
 

多
量

 
滞

留
 

 
場

所
（

ロ）
腐

食
性

ガ
ス

が
発

生
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

（
 

）
厨

房
  

他
正

常
時

 
 

 
 

煙
 

滞
留

 
 

場
所

（
ニ）

著
しく

⾼
温

とな
る

場
所

（
 

）
排

気
 

 
 

多
量

 
滞

留
 

 
場

所
（

 
）

煙
 

多
量

 
流

⼊
 

 
 

  
 

 
 

場
所

（
 ）

結
露

 
発

生
 

 
場

所

27
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４
．

４
．

３
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
⽤

対
象

で
は

な
い

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

屋
外

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
 

例
  

 
海

⽔
 

  
室

及
 

軽
油

貯
蔵

  
 設

置
区

域
 

概
要

 
⽰

 
。そ

の
他

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
に

つ
い

て
は

，
補

足
ー

５
参

照
。

【海
⽔

ポ
ンプ

室
】

•
海

⽔
ポ

ンプ
室

の
⽕

災
感

知
器

等
は

，
屋

外
に

設
置

す
る

た
め

⽕
災

時
の

煙
の

拡
散

，
降

⽔
等

 
影

響
 

考
慮

 ，
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラと

非
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
とす

る
。

•
海

⽔
ポ

ンプ
室

全
体

の
⽕

災
を

感
知

す
る

た
め

に
，

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

カメ
ラと

非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

は
，

監
視

範
囲

に
⽕

災
の

検
知

に
影

響
を

及
ぼ

す
死

角
が

な
い

よ
うに

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討

図
６

海
⽔

ポ
ンプ

室

【凡
例

】
△

 
熱

感
知

  
 

○
 

炎
感

知
器

海
⽔

 
  

室
北

側
平

⾯
図

熱
感

知
  

  
監

視
範

囲
例

（
A-

A断
⾯

）

A

A

熱
感

知
カメ

ラ
熱

感
知

カメ
ラ

28
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４
⽕

災
防

護
審

査
基

準
へ

の
適

合
検

討
【軽

油
貯

蔵
タン

ク設
置

区
域

】
•

燃
料

 
気

化
 

 
 

 
 

 
 

 
燃

料
貯

蔵
  

  
 

 
 

 
内

 
⽕

災
感

知
器

 
，

燃
料

 
気

化
 

 
  

 
考

慮
 ，

防
爆

型
の

⽕
災

感
知

器
とす

る
。

コン
クリ

ー
ト

内
部

マ
ンホ

ー
ル

防
爆

型
熱

感
知

器
防

爆
型

煙
感

知
器

外
部

マ
ンホ

ー
ル

軽
油

貯
蔵

タン
ク

乾
燥

砂
充

填

図
７

軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域

【凡
例

】
●

 
防

爆
型

煙
感

知
器

▲
 

防
爆

型
熱

感
知

器

軽
油

貯
蔵

タン
ク設

置
区

域
平

⾯
図

A-
A断

⾯
図

A
A
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20
23

年
4⽉

7⽇
申

請
の

基
本

設
計

⽅
針

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

 案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
第

2章
個

別
項

目
1.

⽕
災

防
護

設
備

の
基

本
設

計
⽅

針
(2

)
⽕

災
の

感
知

及
び

消
⽕

a.
⽕

災
感

知
設

備
(a

)
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
（

Ｄ
Ｂ

トン
ネ

ル
，

Ｓ
Ａ

トン
ネ

ル
及

び
を

除
く。

）
の

⽕
災

感
知

設
備

の
設

計

第
2章

個
別

項
目

1.
⽕

災
防

護
設

備
の

基
本

設
計

⽅
針

(2
)

⽕
災

の
感

知
及

び
消

⽕
a.

⽕
災

感
知

設
備

(a
)

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を設
置

す
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

（
Ｄ

Ｂ
トン

ネ
ル

，
Ｓ

Ａ
トン

ネ
ル

及
び

格
納

容
器

圧
⼒

逃
 

 装
置

 設
置

す
る

建
屋

を
除

く。
）

の
⽕

災
感

知
設

備
の

設
計

⽕
災

感
知

設
備

の
⽕

災
感

知
器

（
⼀

部
「東

海
，

東
海

第
⼆

発
電

所
共

⽤
」（

以
下

同
じ

。）
）

は
，

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

に
お

け
る

放
射

線
，

取
付

⾯
⾼

さ，
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

等
 

環
境

条
件

，
予

想
され

る
⽕

災
の

性
質

を
考

慮
し

，
⽕

災
感

知
器

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
の

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
種

類
に

応
じ，

⽕
災

を早
期

に
感

知
で

きる
よう

，
固

有
の

信
号

を
発

す
る

ア
ナ

ログ
式

の
煙

感
知

器
及

び
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

 
異

 
 

種
類

の
⽕

災
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

て
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

⽕
災

感
知

設
備

の
⽕

災
感

知
器

（
⼀

部
「東

海
，

東
海

第
⼆

発
電

所
共

⽤
」（

以
下

同
じ。

）
）

は
，

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

に
お

け
る

放
射

線
，

取
付

⾯
⾼

さ，
温

度
，

湿
度

，
空

気
流

等
 

環
境

条
件

，
予

想
され

る
⽕

災
の

性
質

を
考

慮
し，

⽕
災

感
知

器
を

選
定

す
る

設
計

とす
る

。ま
た

，
⽕

災
感

知
器

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
の

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
種

類
に

応
じ

，
⽕

災
を

早
期

に
感

知
で

き
る

よ
う，

固
有

の
信

号
を

発
す

る
ア

ナ
ロ

グ
式

の
煙

感
知

器
，

ア
ナ

ロ
グ

式
の

熱
感

知
器

又
は

非
ア

ナ
ログ

式
の

炎
感

知
器

（
炎

が
発

す
る

赤
外

線
又

は
紫

外
線

を
感

知
す

る
た

め
，

炎
が

生
じた

時
点

で
感

知
す

る
こと

が
で

き
，

⽕
災

の
早

期
感

知
に

優
位

性
が

あ
る

⽕
災

感
知

器
）

の
中

か
ら，

異
 

 
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

・2
.2

.1
(1

)①
に

基
づ

き
環

境
条

件
等

を
考

慮
して

選
定

す
る

こと
，

そ
の

上
で

，
固

有
 

信
号

 
有

 
 

異
 

 
感

知
⽅

式
 

左
記

に
⽰

す
⽕

災
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

る
こと

を
記

載
。

【①
⼀

般
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
】

【②
天

井
が

⾼
く大

空
間

とな
って

い
る

場
所

】

表
１

０
基

本
設

計
⽅

針
 

⾒
直

 案
前

後
表

（
１

／
５

）

５
基

本
設

計
⽅

針
へ

の
反

映
４

章
の

⽕
災

防
護

審
査

基
準

へ
の

適
合

検
討

の
⽕

災
感

知
の

設
計

を踏
まえ

，
基

本
設

計
⽅

針
 

⾒
直

 案
 

以
下

 
⽰

 
。
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20
23

年
4⽉

7⽇
申

請
の

基
本

設
計

⽅
針

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

 案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
た

だ
し，

発
⽕

性
又

は
引

⽕
性

の
雰

囲
気

を形
成

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

及
び

屋
外

等
は

，
環

境
条

件
や

⽕
災

の
性

質
を

考
慮

し，
非

ア
ナ

ログ
式

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
⽅

式
）

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

熱
感

知
器

，
非

アナ
ログ

式
の

防
爆

型
煙

感
知

器
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
⽅

式
）

，
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラ及

び
非

ア
ナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
も

含
め

た
組

み
合

わ
せ

で
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

⽕
災

感
知

器
 

 
 

 
 

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

従
い

，
⽕

災
感

知
器

と同
等

の
機

能
を有

す
る

機
器

に
つ

い
て

は
同

項
に

お
い

て
求

め
る

⽕
災

区
域

内
の

⽕
災

感
知

器
の

網
羅

性
及

 
⽕

災
報

知
設

備
 

感
知

器
及

 
発

信
機

 
係

 
技

術
上

 
規

格
 

定
 

 
省

令
第

12
条

か
ら第

18
条

まで
に

定
め

る
感

知
性

能
と同

等
以

上
の

⽅
法

に
よ

り設
置

す
る

設
計

とす
る

。 ま
た

，
⽕

災
感

知
器

の
設

置
⽅

法
に

つ
い

て
は

，
⽕

災
の

感
知

に
支

障
が

な
い

こと
を確

認
した

設
置

⽅
法

に
つ

い
て

も
適

⽤
す

る
設

計
とす

る
。

な
お

，
上

記
の

設
計

の
とお

りに
⽕

災
感

知
器

を
設

置
で

きな
い

場
所

は
，

環
境

条
件

や
⽕

災
の

性
質

を考
慮

し，
アナ

ログ
式

の
煙

吸
引

式
検

出
設

備
，

非
アナ

ログ
式

の
防

爆
型

熱
感

知
器

，
非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

煙
感

知
器

，
非

アナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
炎

感
知

器
（

赤
外

線
⽅

式
）

，
アナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

熱
感

知
カメ

ラ及
び

非
アナ

ログ
式

の
熱

感
知

器
も

含
め

た
組

み
合

わ
せ

で
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

⽕
災

感
知

器
 

 
 

 
 

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

従
い

，
⽕

災
感

知
器

と同
等

の
機

能
を有

す
る

機
器

に
つ

い
て

は
同

項
に

お
い

て
求

め
る

⽕
災

区
域

内
の

⽕
災

感
知

器
の

網
羅

性
及

 
⽕

災
報

知
設

備
 

感
知

器
及

 
発

信
機

 
係

 
技

術
上

 
規

格
 

定
 

 
省

令
第

12
条

か
ら第

18
条

まで
に

定
め

る
感

知
性

能
と同

等
以

上
の

⽅
法

に
よ

り設
置

す
る

設
計

とす
る

。 ま
た

，
⽕

災
感

知
器

の
設

置
⽅

法
に

つ
い

て
は

，
⽕

災
の

感
知

に
支

障
が

な
い

こと
を確

認
した

設
置

⽅
法

に
つ

い
て

も
適

⽤
す

る
設

計
とす

る
。

・前
述

の
⽕

災
感

知
器

の
組

合
せ

が
で

き
な

い
場

所
に

つ
い

て
，

左
記

の
⽕

災
感

知
器

を
組

み
合

わ
せ

る
こと

を
記

載
。

【③
放

射
線

量
 

⾼
 

場
所

】
【④

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

屋
内

）
】

【⑤
屋

外
の

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

】
【⑥

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
（

地
下

タン
ク）

】

・2
.2

.1
(1

)②
に

基
づ

き
，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

等
に

基
づ

い
て

⽕
災

感
知

器
等

を設
置

す
る

こと
を

記
載

。
【①

⼀
般

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

】
【②

天
井

が
⾼

く大
空

間
とな

って
い

る
場

所
】

【③
放

射
線

量
 

⾼
 

場
所

】
【④

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を形
成

す
る

お
それ

の
あ

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
】

 設
置

 
 

 
 

消
防

法
施

⾏
規

則
 

加
 

，
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

を
適

⽤
す

る
こと

を
記

載
。

表
１

０
基

本
設

計
⽅

針
 

⾒
直

 案
前

後
表

（
２

／
５

）

５
基

本
設

計
⽅

針
へ

の
反

映

31



31

20
23

年
4⽉

7⽇
申

請
の

基
本

設
計

⽅
針

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

 案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
非

ア
ナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

は
，

環
境

条
件

等
を考

慮
す

る
こと

に
よ

り誤
作

動
を防

止
す

る
設

計
とす

る
。

な
お

，
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラ及

び
非

ア
ナ

ログ
式

の
屋

外
仕

様
の

炎
感

知
器

（
赤

外
線

⽅
式

）
は

，
監

視
範

囲
に

⽕
災

の
検

知
に

影
響

を及
ぼ

す
死

角
が

な
い

よう
に

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

ー

非
ア

ナ
ログ

式
の

⽕
災

感
知

器
は

，
環

境
条

件
等

を考
慮

す
る

こと
に

よ
り誤

作
動

を防
止

す
る

設
計

とす
る

。

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

の
適

⽤
対

象
で

は
な

い
屋

外
は

，
監

視
範

囲
に

⽕
災

の
検

知
に

影
響

を及
ぼ

す
死

角
が

な
い

よ
うに

⽕
災

感
知

器
等

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

 
 

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
の

適
⽤

対
象

で
 

 
 

 
，

燃
料

貯
蔵

  
  

屋
内

 
準

  
，

⽕
災

 早
期

に
感

知
で

きる
よ

う⽕
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

上
記

の
とお

り，
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
は

環
境

条
件

等
 

考
慮

  
選

定
 ，

異
 

 
感

知
⽅

式
 

⽕
災

感
知

器
 

組
み

合
わ

せ
て

設
置

す
る

設
計

とす
る

が
，

⽕
災

に
より

安
全

機
能

へ
影

響
を及

ぼ
す

お
それ

が
な

い
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
は

，
消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

く⽕
災

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

とす
る

。

・2
.2

.1
(1

)①
に

基
づ

き
，

誤
作

動
防

止
の

た
め

ア
ナ

ログ
式

を
優

先
す

る
が

，
環

境
条

件
に

適
合

す
る

ア
ナ

ロ
グ

式
の

感
知

器
が

存
在

しな
い

た
め

，
非

ア
ナ

ログ
式

を
選

定
し

，
誤

作
動

防
止

対
策

を
講

じ
る

こと
を

記
載

。

・消
防

法
施

⾏
規

則
適

⽤
対

象
 

 
 

 
屋

外
の

海
⽔

ポ
ン

プ
室

等
及

び
地

下
タン

クに
つ

い
て

，
⽕

災
を

有
効

に
感

知
で

き
る

よ
うに

⽕
災

感
知

器
を

設
置

す
る

こと
を

記
載

。
【消

防
法

施
⾏

規
則

 
適

⽤
対

象
 

 
 

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

【C
】】

⑤
屋

外
の

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

⑥
引

⽕
性

又
は

発
⽕

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

（
地

下
タン

ク）

・⽕
災

に
よ

り安
全

機
能

へ
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

⽕
災

感
知

設
計

に
つ

い
て

記
載

。
【消

防
法

又
は

建
築

基
準

法
に

基
づ

く⽕
災

感
知

器
を

1種
類

設
置

す
る

⽕
災

区
域

・
⽕

災
区

画
【B

】】

表
１

０
基

本
設

計
⽅

針
 

⾒
直

 案
前

後
表

（
３

／
５

）

５
基

本
設

計
⽅

針
へ

の
反

映

32



32

20
23

年
4⽉

7⽇
申

請
の

基
本

設
計

⽅
針

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

 案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
ー

⽕
災

感
知

設
備

の
うち

⽕
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し，

⽕
災

感
知

設
備

の
作

動
状

況
を

常
時

監
視

で
き

る
設

計
とす

る
。ま

た
，

⽕
災

受
信

機
盤

は
，

構
成

され
る

ア
ナ

ログ
式

の
受

信
機

に
よ

り作
動

した
⽕

災
感

知
器

を1
つ

ず
つ

特
定

で
き

る
設

計
とす

る
。

屋
外

の
海

⽔
ポ

ンプ
エ

リア
を監

視
す

る
ア

ナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラの

⽕
災

受
信

機
盤

に
お

い
て

は
，

カメ
ラ機

能
に

よる
映

像
監

視
（

熱
サ

ー
モグ

ラフ
ィ）

に
よ

り⽕
災

発
生

箇
所

の
特

定
が

可
能

な
設

計
とす

る
。

⽕
災

感
知

器
は

，
⾃

動
試

験
機

能
又

は
遠

隔
試

験
機

能
に

よ
り点

検
が

で
き

る
設

計
とす

る
。

⾃
動

試
験

機
能

又
は

遠
隔

試
験

機
能

を持
た

な
い

⽕
災

感
知

器
 

，
機

能
 

異
常

 
 

 
  

 
確

認
 

 
 

 
，

消
防

法
施

⾏
規

則
 

準
 ，

煙
等

 
⽕

災
 

模
擬

  
試

験
 実

施
 

る
。

ま
た

，
発

⽕
源

とな
る

よう
な

も
の

が
な

い
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
 

，
可

燃
物

管
理

 
  

可
燃

物
 

持
 

込
 

 
 

運
⽤

  
 

保
安

規
定

 
定

 
 

，
管

理
 

 
  

 
 ，

⽕
災

感
知

器
を

設
置

しな
い

設
計

とす
る

。

⽕
災

感
知

設
備

の
うち

⽕
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し，

⽕
災

感
知

設
備

の
作

動
状

況
を

常
時

監
視

で
き

る
設

計
とす

る
。ま

た
，

⽕
災

受
信

機
盤

は
，

構
成

され
る

ア
ナ

ログ
式

の
受

信
機

に
よ

り作
動

した
⽕

災
感

知
器

を1
つ

ず
つ

特
定

で
き

る
設

計
とす

る
。

屋
外

の
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
を

監
視

す
る

アナ
ログ

式
の

屋
外

仕
様

の
熱

感
知

カメ
ラの

⽕
災

受
信

機
盤

に
お

い
て

は
，

カメ
ラ機

能
に

よ
る

映
像

監
視

（
熱

サ
ー

モグ
ラフ

ィ）
に

より
⽕

災
発

生
箇

所
の

特
定

が
可

能
な

設
計

とす
る

。

⽕
災

感
知

器
は

，
⾃

動
試

験
機

能
又

は
遠

隔
試

験
機

能
に

よ
り点

検
が

で
き

る
設

計
とす

る
。

⾃
動

試
験

機
能

又
は

遠
隔

試
験

機
能

を持
た

な
い

⽕
災

感
知

器
 

，
機

能
 

異
常

 
 

 
  

 
確

認
 

 
 

 
，

消
防

法
施

⾏
規

則
 

準
 ，

煙
等

 
⽕

災
 

模
擬

  
試

験
 実

施
 

る
。

・⽕
災

が
発

生
す

る
お

そ
れ

の
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
の

⽕
災

感
知

設
計

に
つ

い
て

記
載

。
【⽕

災
感

知
器

等
を

設
置

し
な

い
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
【A

】】

・2
.2

.1
(1

)④
に

基
づ

き
，

⽕
災

受
信

機
盤

は
中

央
制

御
室

に
設

置
し

，
2.

2.
1(

1)
(参

考
)に

基
づ

き
，

感
知

器
の

設
置

場
所

を
1つ

ず
つ

特
定

す
る

こと
に

よ
り，

⽕
災

の
発

生
場

所
を

特
定

す
る

こ
とが

で
き

る
受

信
機

を
設

置
す

る
こと

を
記

載
。

・2
.2

.1
(1

)(
参

考
)に

基
づ

き
，

感
知

器
 

点
検

 
消

防
法

施
⾏

規
則

 
準

 
 

模
擬

試
験

を
基

本
とす

る
が

，
取

付
⾯

の
位

置
が

⾼
い

こと
・過

度
 

被
 

  
 

 
れ

が
あ

る
場

所
の

感
知

器
は

，
⾃

動
試

験
機

能
又

は
遠

隔
試

験
機

能
を

有
す

る
も

の
を

選
定

す
る

こと
を

記
載

。

５
基

本
設

計
⽅

針
へ

の
反

映
表

１
０

基
本

設
計

⽅
針

 
⾒

直
 案

前
後

表
（

４
／

５
）
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20
23

年
4⽉

7⽇
申

請
の

基
本

設
計

⽅
針

基
本

設
計

⽅
針

⾒
直

 案
基

準
要

求
事

項
との

関
係

等
⽕

災
感

知
設

備
 

，
外

部
電

源
喪

失
時

又
 

全
交

流
動

⼒
電

源
喪

失
時

 
 

 
 

 
⽕

災
 

感
知

 
可

能
  

 
  

 
蓄

電
池

を
設

け
，

電
源

を
確

保
す

る
設

計
とす

る
。ま

た
，

⽕
災

防
護

上
重

要
な

機
器

等
及

び
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
⽕

災
区

域
又

は
⽕

災
区

画
の

⽕
災

感
知

設
備

の
電

源
は

，
非

常
⽤

電
源

，
常

設
代

替
⾼

圧
電

源
装

置
又

は
緊

急
時

対
策

所
⽤

発
電

機
か

らの
受

電
も

可
能

な
設

計
とす

る
。

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
設

備
は

，
凍

結
等

の
⾃

然
現

象
に

よ
って

も
，

機
能

，
性

能
が

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。 屋
外

に
設

置
す

る
⽕

災
感

知
設

備
は

，
-2

0 
℃

ま
で

気
温

が
低

下
して

も
使

⽤
可

能
な

⽕
災

感
知

設
備

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

屋
外

の
⽕

災
感

知
設

備
は

，
⽕

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し，
万

⼀
，

風
⽔

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

，
早

期
に

取
替

 
⾏

  
  

  
機

能
及

 
性

能
 復

旧
 

 
設

計
  

 
 

⽕
災

感
知

設
備

 
，

外
部

電
源

喪
失

時
又

 
全

交
流

動
⼒

電
源

喪
失

時
 

 
 

 
 

⽕
災

 
感

知
 

可
能

  
 

  
 

蓄
電

池
を

設
け

，
電

源
を

確
保

す
る

設
計

とす
る

。ま
た

，
⽕

災
防

護
上

重
要

な
機

器
等

及
び

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
設

備
の

電
源

は
，

非
常

⽤
電

源
，

常
設

代
替

⾼
圧

電
源

装
置

又
は

緊
急

時
対

策
所

⽤
発

電
機

か
らの

受
電

も
可

能
な

設
計

とす
る

。

⽕
災

区
域

又
は

⽕
災

区
画

の
⽕

災
感

知
設

備
は

，
凍

結
等

の
⾃

然
現

象
に

よ
って

も
，

機
能

，
性

能
が

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。 屋
外

に
設

置
す

る
⽕

災
感

知
設

備
は

，
-2

0 
℃

ま
で

気
温

が
低

下
して

も
使

⽤
可

能
な

⽕
災

感
知

設
備

を
設

置
す

る
設

計
とす

る
。

屋
外

の
⽕

災
感

知
設

備
は

，
⽕

災
感

知
器

の
予

備
を

保
有

し，
万

⼀
，

風
⽔

害
の

影
響

を
受

け
た

場
合

に
も

，
早

期
に

取
替

 
⾏

  
  

  
機

能
及

 
性

能
 復

旧
 

 
設

計
  

 
 

・2
.2

.1
(1

)③
に

基
づ

き
，

外
部

電
源

喪
失

時
に

機
能

を
失

わ
な

い
よ

うに
，

受
信

機
盤

に
蓄

電
池

を
設

け
る

と
と

も
に

，
D

B/
SA

設
備

で
あ

る
電

源
装

置
か

ら
の

給
電

が
可

能
な

設
計

で
あ

る
こと

を
記

載
。

・2
.2

.2
に

基
づ

き
，

⾃
然

現
象

とし
て

挙
げ

られ
て

い
る

凍
結

・風
⽔

害
に

つ
い

て
考

慮
し設

計
す

る
こと

を
記

載
。

５
基

本
設

計
⽅

針
へ

の
反

映
表

１
０

基
本

設
計

⽅
針

 
⾒

直
 案

前
後

表
（

５
／

５
）
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凡
例

種
別

凡
例

理
由

Ａ
煙

感
知

器

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
に

基
づ

き
，

は
り等

の
深

さが
0.

6m
以

上
1m

未
満

で
⼩

区
画

が
連

続
して

い
る

場
合

，
取

付
⾯

⾼
さに

応
じた

⾯
積

の
範

囲
内

ご
とに

同
⼀

感
知

区
域

とす
る

こと
が

で
きる

。た
だ

し，
感

知
⾯

積
の

範
囲

内
で

，
か

つ
，

感
知

器
を設

置
した

区
画

に
他

の
区

画
が

接
して

い
る

こと
。

34

６
具

体
的

な
⽕

災
感

知
の

設
計

の
確

認
４

⽕
災

防
護

審
査

基
準

へ
の

適
合

検
討

に
⽰

した
「⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
」を

踏
ま

え
設

計
した

消
防

法
適

合
確

認
⼀

覧
表

及
び

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
を

明
⽰

した
図

⾯
を別

添
７

に
⽰

す
。

⽕
災

感
知

器
等

の
配

置
設

計
に

当
た

り，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

基
づ

い
た

個
数

を
「消

防
法

設
置

数
」欄

に
記

載
し，

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

に
基

づ
き

設
置

す
る

も
の

は
「消

防
法

適
合

確
認

」欄
に

「○
」を

記
載

して
い

る
。た

だ
し，

⽕
災

感
知

の
設

計
上

，
特

記
す

べ
き

事
項

，
⾃

動
⽕

災
報

知
設

備
⼯

事
基

準
書

 
基

 
 

設
計

 
⾏

  
 

 
及

 
放

射
線

量
 

⾼
 

場
所

 
含

 
 

  
等

 
 

 
 

個
別

 
設

計
 

⾏
  

 
 

 
「消

防
法

適
合

確
認

」欄
 

表
１

１
 

凡
例

 
記

号
 

記
載

  
 

 
。

表
１

１
消

防
法

適
合

確
認

凡
例

⼀
覧

（
１

／
２

） 0.
6m

以
上

1ｍ
未

満
の

は
り等

S

取
付

⾯
⾼

さ

⽕
災

感
知

器
の

種
類

感
知

区
域

の
合

計
⾯

積

4ｍ
未

満
4ｍ

以
上

8ｍ
未

満
8ｍ

以
上

15
ｍ

未
満

15
ｍ

以
上

20
ｍ

未
満

煙
感

知
器

1種
60

m
2

60
m

2
40

m
2

40
m

2

2種
60

m
2

60
m

2
40

m
2

3種
20

m
2
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６
具

体
的

な
⽕

災
感

知
の

設
計

の
確

認

凡
例

種
別

凡
例

理
由

Ｂ
熱

感
知

器

⾃
動

⽕
災

報
知

設
備

⼯
事

基
準

書
に

基
づ

き
，

は
り等

の
深

さが
0.

4m
以

上
1m

未
満

で
⼩

区
画

が
連

続
して

い
る

場
合

，
取

付
⾯

⾼
さに

応
  

⾯
積

 
範

囲
内

 
  

同
⼀

感
知

区
域

  
 

  
 

 
  

  
 

場
合

，
各

区
画

 
感

知
器

 
設

置
  

区
画

 
隣

接
  

 
 

 
 

ば
な

らな
い

。

C
炎

感
知

器
⾼

さ8
m

以
上

の
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
 

 
 

 
 

，
消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
第

⼆
号

に
よ

り熱
感

知
器

設
置

は
適

さな
い

。
  

 
 

，
非

 
 

  
式

 
炎

感
知

器
 消

防
法

施
⾏

規
則

第
23

条
第

4項
に

基
づ

き設
置

す
る

。

D
炎

感
知

器
屋

外
の

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

 
消

防
法

施
⾏

規
則

 
適

⽤
対

象
 

 
 

 
 

 
，

⽕
災

 
検

知
 

影
響

 
及

 
 

死
角

 
 

 
 

 非
  

ログ
式

の
炎

感
知

器
を

設
置

す
る

。

E
煙

感
知

器
油

タン
ク及

び
蓄

電
池

が
設

置
され

て
い

る
⽕

災
区

域
・⽕

災
区

画
 

，
燃

料
及

 
電

解
液

 
気

化
 

 
  

 
，

発
⽕

性
又

 
引

⽕
性

 
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

で
あ

る
こと

か
ら非

ア
ナ

ログ
式

の
防

爆
型

の
煙

感
知

器
及

び
非

アナ
ログ

式
の

防
爆

型
の

熱
感

知
器

を設
置

す
る

。な
お

，
防

爆
型

の
熱

感
知

器
は

定
温

式
ス

ポ
ット

型
1種

とな
る

た
め

，
取

付
⾼

さ4
ｍ

未
満

で
は

総
⾯

積
＜

60
㎡

/個
，

4ｍ
以

上
8

ｍ
未

満
で

は
総

⾯
積

＜
30

㎡
/個

に
読

み
替

え
る

こと
。

熱
感

知
器

F
煙

感
知

器
⾼

線
量

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

の
主

蒸
気

管
トン

ネ
ル

室
に

つ
い

て
は

，
アナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

は
放

射
線

の
影

響
に

より
故

障
が

想
定

さ
れ

る
。そ

の
た

め
，

放
射

線
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う，
検

出
器

部
位

を当
該

区
画

外
に

配
置

す
る

ア
ナ

ログ
式

煙
吸

引
式

検
出

設
備

と非
ア

ナ
ログ

式
の

熱
感

知
器

を
設

置
す

る
。

熱
感

知
器

G
熱

感
知

器
階

段
室

 
熱

感
知

器
 

消
防

法
施

⾏
規

則
第

23
条

第
4項

第
⼆

号
 

  
垂

直
距

離
 

8m
未

満
とな

る
よ

うに
熱

感
知

器
を

設
置

す
る

。

表
１

１
消

防
法

適
合

確
認

凡
例

⼀
覧

（
２

／
２

） 0.
4m

以
上

1ｍ
未

満
の

は
り等

⽕
災

感
知

器
の

種
類

感
知

区
域

の
合

計
⾯

積
耐

⽕
※

その
他

熱
感

知
器

熱
ア

ナ
ログ

式
ス

ポ
ット

型
15

m
2

10
m

2 

定
温

式
ス

ポ
ット

型
(非

アナ
ログ

式
)

（
防

爆
型

含
む

）
特

種
15

m
2

10
m

2

1種
13

m
2

8m
2
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図
１

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
３

／
６

）

⽕
災

区
域

・⽕
災

区
画

に
お

い
て

想
定

され
る

環
境

条
件

を考
慮

し，
⽕

災
感

知
器

等
を

選
定

す
る

。
「環

境
条

件
に

応
じた

⽕
災

感
知

器
等

選
定

リス
ト」

を
【表

８
】に

，
⽕

災
感

知
器

等
の

選
定

フロ
ー

を
【図

２
】に

⽰
す

。

⽕ 災 感 知 器 等 の

選 定 フ ロ ー

⽕
災

感
知

器
等

の
組

合
せ

に
お

い
て

は
，

⽕
災

を
早

期
に

感
知

で
き

る
よ

う上
記

に
お

い
て

選
定

及
び

誤
作

動
の

防
止

を
検

討
した

⽕
災

感
知

器
等

の
中

か
ら以

下
の

考
え

⽅
に

基
づ

き，
固

有
の

信
号

を発
す

る
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器
等

を
選

択
す

る
。

〇
無

炎
⽕

災
 有

炎
⽕

災
 考

慮
 ，

⽕
災

 
早

期
 

感
知

 
  

  
，

⽕
災

感
知

器
等

 
煙

感
知

⽅
式

 優
先

 ，
異

 
 

感
知

⽅
式

とし
て

，
熱

感
知

⽅
式

，
炎

感
知

⽅
式

の
優

先
順

で
選

択
す

る
。た

だ
し，

熱
感

知
⽅

式
の

熱
感

知
カメ

ラは
，

煙
・熱

（
熱

感
知

カ
  

 
除

 ）
 炎

感
知

器
 

  
異

 
 

2種
類

の
組

合
せ

が
選

択
で

きな
い

場
合

に
，

⽕
災

防
護

審
査

基
準

2.
2.

1(
1)

⽕
災

感
知

設
備

に
記

載
の

（
参

考
）

に
基

づ
き選

択
す

る
。

〇
同

⼀
の

設
置

場
所

に
対

して
2種

類
目

以
降

 
⽕

災
感

知
器

等
 

選
択

 
 

場
合

 
，

  
 

 
選

択
  

⽕
災

感
知

器
等

 異
 

 
感

知
⽅

式
の

も
の

を
選

択
す

る
。

〇
各

感
知

⽅
式

の
⽕

災
感

知
器

等
は

，
設

置
場

所
の

環
境

条
件

に
適

応
す

る
⽕

災
感

知
器

等
の

中
か

ら以
下

の
優

先
順

で
選

択
す

る
。

・⽕
災

感
知

器
（

検
定

品
）

を検
出

設
備

よ
り優

先
す

る
。

・誤
作

動
防

止
の

た
め

，
ア

ナ
ログ

式
の

⽕
災

感
知

器
等

を
優

先
す

る
。

※
3へ

※
１

１
か

ら 36

設
置

場
所

は
屋

外
か

消
防

法
施

⾏
規

則
 

適
⽤

対
象

 
 

 
 

⽕
災

区
域

 ⽕
災

区
画

【C
】

Ye
s

No

※
９

へ

⽕
災

感
知

器
等

の
誤

作
動

を防
止

す
る

た
め

，
アナ

ログ
式

の
⽕

災
感

知
器

等
を優

先
して

使
⽤

す
る

こと
を

基
本

とし
，

非
ア

ナ
ログ

式
の

⽕
災

感
知

器
等

 
使

⽤
 

 
場

合
 

，
感

知
⽅

式
 

特
性

及
 

設
置

場
所

 
 

 
 

温
度

（
周

辺
設

備
 

  
影

響
 

含
 

）
，

煙
 

濃
度

（
じん

あ
い

及
び

⽔
蒸

気
の

影
響

を
含

む
）

，
外

光
の

影
響

を考
慮

して
設

計
す

る
。

※
１

２
か

ら

⽕ 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

ST
AR

T
主

蒸
気

  
 

 
室

（
放

射
線

量
 

⾼
 

場
所

 
場

合
）

【煙
感

知
⽅

式
の

選
択

】
以

下
の

⽕
災

感
知

器
に

つ
い

て
①

か
ら順

番
に

検
討

①
 

 
 

  
式

煙
感

知
器

②
 

 
 

  
式

光
電

分
離

型
煙

感
知

器
③

 
非

 
 

  
式

防
爆

型
煙

感
知

器
④

 
ア

ナ
ログ

式
煙

吸
引

式
検

出
設

備

【熱
感

知
⽅

式
の

選
択

】
以

下
の

⽕
災

感
知

器
に

つ
い

て
⑤

か
ら順

番
に

検
討

⑤
 

ア
ナ

ログ
式

熱
感

知
器

⑥
 

非
ア

ナ
ログ

式
防

爆
型

熱
感

知
器

⑦
 

非
ア

ナ
ログ

式
熱

感
知

器

参
考

⽕
災

感
知

器
の

選
定

，
組

合
せ

及
び

設
置

の
設

計
フロ

ー
の

検
証

（
主

蒸
気

管
  

 
 

室
 

例
）
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図
１

⽕
災

感
知

器
等

の
選

定
，

組
合

せ
及

び
設

置
の

設
計

フロ
ー

（
４

／
６

）

取
付

⾯
⾼

さが
消

防
法

施
⾏

規
則

 
規

定
  

 
⾼

さ2
0ｍ

以
上

の
場

所
か

Ye
s

炎
感

知
⽅

式
の

⽕
災

感
知

器

Ye
s

※
８

へ

No

注
 

は
⽕

災
防

護
審

査
基

準
の

改
正

を
踏

 
 

 
設

計
 

変
更

  
 

点
（

取
付

⾯
⾼

さ８
ｍ

以
上

に
適

⽤
す

る
。）

⽕ 災 感 知 器 等 の 組 合 せ フ ロ ー

No

Ye
s

No

Ye
s

No

37

※
3か

ら

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

引
⽕

性
又

は
発

⽕
性

の
雰

囲
気

を
形

成
す

る
お

それ
の

あ
る

場
所

か

Ye
s

No

Ye
s

放
射

線
量

 
⾼

 
場

所
 

（
⽕

災
感

知
器

等
が

故
障

す
る

お
それ

の
あ

る
場

所
）

No

※
６

へ
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補足－5【火災感知器等を設置しない火災区域・ 

火災区画について】
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補-3-11-1 

1. FPC 逆洗受けタンク室 

FPC 逆洗受けタンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，FPC 逆洗受けタンク室内に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用として

いることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，FPC 逆洗受けタンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

FPC 逆洗受けタンク室の概要を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

図 1 FPC 逆洗受けタンク室の概要 
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補-3-11-2 

2. キャスクピット除染室 

キャスクピット除染室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理に

より可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，キャスクピット除染室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

キャスクピット除染室の概要を図 2 に示す。 

 

 

 

図 2 キャスクピット除染室の概要 
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補-3-11-3 

3.  CUW F/D（A）室，CUW F/D（B）室 

CUW F/D（A）室，CUW F/D（B）室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可

燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれは

ない。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部（原子炉建屋原子炉棟６階）の火災感知器にて

感知が可能である。 

したがって，CUW F/D（A）室，CUW F/D（B）室には火災感知器等を設置しない設計

とする。 

CUW F/D（A）室，CUW F/D（B）室の概要を図 3 に示す。 

 

図 3 CUW F/D（A）室，CUW F/D（B）室の概要 
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補-3-11-4 

4. 新燃料貯蔵庫 

新燃料貯蔵庫は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃

物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部（原子炉建屋原子炉棟６階）の火災感知器にて

感知が可能である。 

したがって，新燃料貯蔵庫には火災感知器等を設置しない設計とする。 

新燃料貯蔵庫の概要を図 4 に示す。 

 

図 4 新燃料貯蔵庫の概要 

50



補-3-11-5 

5. FPC F/D（A，B）室 

FPC F/D（A，B）室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により

可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部（原子炉建屋６階）の火災感知器にて感知が可

能である。 

したがって，FPC F/D（A，B）室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

FPC F/D（A，B）室の概要を図 5 に示す。 

 

図 5  FPC F/D（A，B）室の概要 
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補-3-11-6 

6. キャスクピット 

使用済燃料プールについては内部が水で満たされており，火災が発生するおそれは

ない。 

したがって，キャスクピットには火災感知器等を設置しない設計とする。 

なお，使用済燃料プール上部の原子炉建屋原子炉棟 6 階(オペレーティングフロア)

には，アナログ式の光電分離型煙感知器及び非アナログ式の炎感知器を設置する。 

キャスクピットの概要を図 6 に示す。 

 

図 6 キャスクピットの概要 
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補-3-11-7 

7. 使用済燃料プール 

使用済燃料プールについては内部が水で満たされており，火災が発生するおそれは

ない。 

したがって，使用済燃料プールには火災感知器等を設置しない設計とする。 

なお，使用済燃料プール上部の原子炉建屋原子炉棟 6 階(オペレーティングフロア)

には，アナログ式の光電分離型煙感知器及び非アナログ式の炎感知器を設置する。 

使用済燃料プールの概要を図 7 に示す。 

図 7 使用済燃料プールの概要 

  

53



補-3-11-8 

8. タービン建屋 1 階通路部 

タービン建屋 1 階通路部は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，タービン建屋 1 階通路部に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用として

いることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，タービン建屋 1 階通路部には火災感知器等を設置しない設計とする。 

タービン建屋 1 階通路部の概要を図 8 に示す。 

 

図 8 タービン建屋 1 階通路部の概要 
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補-3-11-9 

9. タービン建屋階段室 

タービン建屋階段室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，

可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，タービン建屋階段室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としている

ことから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，タービン建屋階段室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

タービン建屋階段室の概要を図 9 に示す。 

 

 

図 9 タービン建屋階段室の概要 
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補-3-11-10 

10. OG 再結合器 A，B 室 

OG 再結合器 A，B 室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，

可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，OG 再結合器 A，B 室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としている

ことから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，OG 再結合器 A，B 室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

OG 再結合器 A，B 室の概要を図 10 に示す。 

 

 

図 10 OG 再結合器 A，B 室の概要 
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補-3-11-11 

11. サンプルラック室 

サンプルラック室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可

燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，サンプルラック室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としているこ

とから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，サンプルラック室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

サンプルラック室の概要を図 11 に示す。 

 

図 11 サンプルラック室の概要 
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補-3-11-12 

12. 使用済樹脂貯蔵タンク室 

使用済樹脂貯蔵タンク室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により不要な可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはな

い。 

したがって，使用済樹脂貯蔵タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

使用済樹脂貯蔵タンク室の概要を図 12 に示す。 

 

  

図 12 使用済樹脂タンク室の概要 
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補-3-11-13 

13. 廃液収集タンク室 

廃液収集タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可

燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，廃液収集タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としているこ

とから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，廃液収集タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

廃液収集タンク室の概要を図 13 に示す。 

 

図 13 廃液収集タンク室の概要 
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補-3-11-14 

14.  廃液スラッジ貯蔵室 

廃液スラッジ貯蔵室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，

可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，廃液スラッジ貯蔵室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としている

ことから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，廃液スラッジ貯蔵室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

廃液スラッジ貯蔵室の概要を図 14 に示す。 

 

 

図 14 廃液スラッジ貯蔵室の概要 
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補-3-11-15 

15. 廃液中和タンク室 

廃液中和タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可

燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，廃液中和タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としているこ

とから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，廃液中和タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

廃液中和タンク室の概要を図 15 に示す。 

 

 

図 15 廃液中和タンク室の概要 
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補-3-11-16 

16. 廃液サンプルタンク室 

廃液サンプルタンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，廃液サンプルタンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，廃液サンプルタンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

廃液サンプルタンク室の概要を図 16 に示す。 

 

図 16 廃液サンプルタンク室の概要 
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補-3-11-17 

17. オフガスサンプルラック室 

オフガスサンプルラック室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されてお

らず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，オフガスサンプルラック室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用とし

ていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，オフガスサンプルラック室には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

オフガスサンプルラック室の概要を図 17 に示す。 

 

図 17 オフガスサンプルラック室の概要 
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補-3-11-18 

18. クラリファイヤータンク室 

クラリファイヤータンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されてお

らず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，クラリファイヤータンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用とし

ていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，クラリファイヤータンク室には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

クラリファイヤータンク室の概要を図 18 に示す。 

 

図 18 クラリファイヤータンク室の概要 
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補-3-11-19 

19. ディストレートコレクタータンク室 

ディストレートコレクタータンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置

されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，ディストレートコレクタータンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」

運用としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，ディストレートコレクタータンク室には火災感知器等を設置しない設

計とする。 

ディストレートコレクタータンク室の概要を図 19 に示す。 

 

 

図 19 ディストレートコレクタータンク室の概要 
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補-3-11-20 

20. 廃液濃縮器Ａ室，Ｂ室 

廃液濃縮器Ａ室，Ｂ室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理に

より可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，廃液濃縮器Ａ室，Ｂ室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

廃液濃縮器Ａ室，Ｂ室の概要を図 20 に示す。 

 

図 20 廃液濃縮器Ａ室，Ｂ室の概要 
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補-3-11-21 

21. 活性炭ベッド室 

活性炭ベッド室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃

物管理により可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはな

い。 

したがって，活性炭ベッド室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

活性炭ベッド室の概要を図 21 に示す。 

 

図 21 活性炭ベッド室の概要 
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補-3-11-22 

22. 再生ガスメッシュフィルター室 

再生ガスメッシュフィルター室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置され

ておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，再生ガスメッシュフィルター室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用

としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，再生ガスメッシュフィルター室には火災感知器等を設置しない設計と

する。 

再生ガスメッシュフィルター室の概要を図 22 に示す。 

図 22 再生ガスメッシュフィルター室の概要 
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補-3-11-23 

23. 除湿器室 

除湿器室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を

持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，除湿器室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

除湿器室の概要を図 23 に示す。 

 

 

図 23 除湿器室の概要 
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補-3-11-24 

24. 原子炉建屋換気系弁エンクロージャー 

原子炉建屋換気系弁エンクロージャーは，照明設備以外の発火源となる可燃物が設

置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，原子炉建屋換気系弁エンクロージャーに充電部をなくすよう照明電源を

「切」運用としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，原子炉建屋換気系弁エンクロージャーには火災感知器等を設置しない

設計とする。 

原子炉建屋換気系弁エンクロージャーの概要を図 24 に示す。 

 

図 24 原子炉建屋換気系弁エンクロージャーの概要 

  

70



補-3-11-25 

25. セメント混錬固化装置室 

セメント混錬固化装置室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする上，施錠管理することから，火災が発生する

おそれはない。 

したがって，セメント混錬固化装置室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

セメント混錬固化装置室の概要を図 25 に示す。 

 

図 25 セメント混錬固化装置室の概要 
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補-3-11-26 

26. 減容固化系溶解タンク室 

減容固化系溶解タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系溶解タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用として

いることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系溶解タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

減容固化系溶解タンク室の概要を図 26 に示す。 

 

 

図 26 減容固化系溶解タンク室の概要 
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補-3-11-27 

27. クラッドスラリ上澄水受タンク室 

クラッドスラリ上澄水受タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置さ

れておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，クラッドスラリ上澄水受タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運

用としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，クラッドスラリ上澄水受タンク室には火災感知器等を設置しない設計

とする。 

クラッドスラリ上澄水受タンク室の概要を図 27 に示す。 

 

図 27 クラッドスラリ上澄水受タンク室の概要 
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補-3-11-28 

28. 減容固化系キャッピング装置室 

減容固化系キャッピング装置室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置され

ておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系キャッピング装置室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用

としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系キャッピング装置室には火災感知器等を設置しない設計と

する。 

減容固化系キャッピング装置室の概要を図 28 に示す。 

 

図 28 減容固化系キャッピング装置室の概要 
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補-3-11-29 

29. 減容固化系ペレット充填装置室 

減容固化系ペレット充填装置室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置され

ておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系ペレット充填装置室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用

としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系ペレット充填装置室には火災感知器等を設置しない設計と

する。 

減容固化系ペレット充填装置室の概要を図 29 に示す。 

 

図 29 減容固化系ペレット充填装置室の概要 
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補-3-11-30 

30. 使用済樹脂貯蔵タンク室 

使用済樹脂貯蔵タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，使用済樹脂貯蔵タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用として

いることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，使用済樹脂貯蔵タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

使用済樹脂貯蔵タンク室の概要を図 30 に示す。 

 

図 30 使用済樹脂貯蔵タンク室の概要 
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補-3-11-31 

31. 電磁ろ過器供給タンク室 

電磁ろ過器供給タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，電磁ろ過器供給タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用として

いることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，電磁ろ過器供給タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

電磁ろ過器供給タンク室の概要を図 31 に示す。 

 

図 31 電磁ろ過器供給タンク室の概要 
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補-3-11-32 

32. 濃縮廃液受けタンク室 

濃縮廃液受けタンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，濃縮廃液受けタンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，濃縮廃液受けタンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

濃縮廃液受けタンク室の概要を図 32 に示す。 

 

図 32 濃縮廃液受けタンク室の概要 
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補-3-11-33 

33. 機器ドレン処理水タンク室 

機器ドレン処理水タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されてお

らず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，機器ドレン処理水タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用とし

ていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，機器ドレン処理水タンク室には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

機器ドレン処理水タンク室の概要を図 33 に示す。 

図 33 機器ドレン処理水タンク室の概要 
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補-3-11-34 

34. バルブ室 

バルブ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，バルブ室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，バルブ室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

バルブ室の概要を図 34 に示す。 

図 34 バルブ室の概要 
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補-3-11-35 

35. 減容固化系ペレットホッパ室 

減容固化系ペレットホッパ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されて

おらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系ペレットホッパ室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用と

していることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系ペレットホッパ室には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

減容固化系ペレットホッパ室の概要を図 35 に示す。 

 

図 35 減容固化系ペレットホッパ室の概要 
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補-3-11-36 

36. サンプリングシンク室 

サンプリングシンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，サンプリングシンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，サンプリングシンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

サンプリングシンク室の概要を図 36 に示す。 

 

 

 

図 36 サンプリングシンク室の概要 
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補-3-11-37 

37. バルブエリア室 

バルブエリア室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃

物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，バルブエリア室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていること

から，火災が発生するおそれはない。 

したがって，バルブエリア室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

バルブエリア室の概要を図 37 に示す。 

 

図 37 バルブエリア室の概要 
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補-3-11-38 

38. クラッドスラリ濃縮器室 

クラッドスラリ濃縮器室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，クラッドスラリ濃縮器室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

クラッドスラリ濃縮器室の概要を図 38 に示す。 

図 38 クラッドスラリ濃縮器室の概要 
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補-3-11-39 

39. クラッドスラリ濃縮器加熱器室 

クラッドスラリ濃縮器加熱器室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃

物管理により可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはな

い。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，クラッドスラリ濃縮器加熱器室には火災感知器等を設置しない設計と

する。 

クラッドスラリ濃縮器加熱器室の概要を図 39 に示す。 

図 39 クラッドスラリ濃縮器加熱器室の概要 
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補-3-11-40 

40. チェス室 

チェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，チェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，チェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

チェス室の概要を図 40 に示す。 

 

 

図 40 チェス室の概要 
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補-3-11-41 

41. チェス室 

チェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，チェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，チェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

チェス室の概要を図 41 に示す。 

 

図 41 チェス室の概要 
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補-3-11-42 

42. 電磁ろ過器バルブ室 

電磁ろ過器バルブ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，

可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，電磁ろ過器バルブ室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としている

ことから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，電磁ろ過器バルブ室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

電磁ろ過器バルブ室の概要を図 42 に示す。 

 

 

図 42 電磁ろ過器バルブ室の概要 
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補-3-11-43 

43. キャスク除染ピット室 

キャスク除染ピット室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理に

より可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，キャスク除染ピット室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

キャスク除染ピット室の概要を図 43 に示す。 

 

 

図 43 キャスク除染ピット室の概要 

  

89



補-3-11-44 

44. スキマサージタンク室 

スキマサージタンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，スキマサージタンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，スキマサージタンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

スキマサージタンク室の概要を図 44 に示す。 

図 44 スキマサージタンク室の概要 
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補-3-11-45 

45. 電磁ろ過器 A 室，B 室 

電磁ろ過器 A 室，B 室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理に

より可燃物を持ち込まない運用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

また，ハッチ開放時にはハッチ上部の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，電磁ろ過器 A 室，B 室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

電磁ろ過器 A 室，B 室の概要を図 45 に示す。 

 

 図 45 電磁ろ過器 A 室，B 室の概要  
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補-3-11-46 

46. 超ろ過器供給タンク室 

超ろ過器供給タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，超ろ過器供給タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，超ろ過器供給タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

超ろ過器供給タンク室の概要を図 46 に示す。 

 

 

図 46 超ろ過器供給タンク室の概要 
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補-3-11-47 

47. チェス室 

チェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，チェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，チェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

チェス室の概要を図 47 に示す。 

図 47 チェス室の概要 
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補-3-11-48 

48. パイプチェス室 

パイプチェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃

物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，パイプチェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていること

から，火災が発生するおそれはない。 

したがって，パイプチェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

パイプチェス室の概要を図 48 に示す。 

 

図 48 パイプチェス室の概要 
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補-3-11-49 

49. チェス室 

チェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，チェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，チェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

チェス室の概要を図 49 に示す。 

 

図 49 チェス室の概要 
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補-3-11-50 

50. サンプリングシンク室 

サンプリングシンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，サンプリングシンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，サンプリングシンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

サンプリングシンク室の概要を図 50 に示す。 

 

 

図 50 サンプリングシンク室の概要 
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補-3-11-51 

51. チェス室 

チェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，チェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，チェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

チェス室の概要を図 51 に示す。 

図 51 チェス室の概要 

  

97



補-3-11-52 

52. 減容固化系ミストセパレータ室 

減容固化系ミストセパレータ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置され

ておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系ミストセパレータ室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用

としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系ミストセパレータ室には火災感知器等を設置しない設計と

する。 

減容固化系ミストセパレータ室の概要を図 52 に示す。 

 

 

図 52 減容固化系ミストセパレータ室の概要 
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補-3-11-53 

53. チェス室 

チェス室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理

により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，チェス室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

したがって，チェス室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

チェス室の概要を図 53 に示す。 

 

図 53 チェス室の概要 
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補-3-11-54 

54. 給気加熱コイルＡ，Ｂ，Ｃ室 

給気加熱コイルＡ，Ｂ，Ｃ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されて

おらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，給気加熱コイルＡ，Ｂ，Ｃ室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用と

していることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，給気加熱コイルＡ，Ｂ，Ｃ室には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

給気加熱コイルＡ，Ｂ，Ｃ室の概要を図 54 に示す。 

 

 

図 54 給気加熱コイルＡ，Ｂ，Ｃ室の概要 
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補-3-11-55 

55. 減容固化系供給タンク室 

減容固化系供給タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておら

ず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系供給タンク室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用として

いることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系供給タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

減容固化系供給タンク室の概要を図 55 に示す。 

 

図 55 減容固化系供給タンク室の概要 
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補-3-11-56 

56. 減容固化系乾燥機復水器室 

減容固化系乾燥機復水器室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されてお

らず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，減容固化系乾燥機復水器室に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用とし

ていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，減容固化系乾燥機復水器室には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

減容固化系乾燥機復水器室の概要を図 56 に示す。 

 

 

図 56 減容固化系乾燥機復水器室の概要 

  

102



補-3-11-57 

57. 補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室 

補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室は，照明設備以外の発火源となる可燃

物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室に充電部をなくすよう照明電源

を「切」運用としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室には火災感知器等を設置

しない設計とする。 

補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室の概要を図 57 に示す。 

 

 

図 57 補機冷却水サージタンク・冷水膨張タンク室の概要 
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補-3-11-58 

58. 復水貯蔵タンク室 

復水貯蔵タンクについては内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはな

い。また，室内に設置される設備はタンク，配管，照明装置であり，火災の発生を想定

したとしても，タンクの放射性物質の貯蔵機能に影響は与えることはない。 

したがって，復水貯蔵タンク室には火災感知器等を設置しない設計とする。 

復水貯蔵タンク室の概要を図 58 に，示す。 

 

 

図 58 復水貯蔵タンク室の概要 
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補-3-11-59 

59. 非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室 

非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室は，コンクリートで囲われ，発火源

となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により不要な可燃物を持ち込まない運

用とすることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室には火災感知器等を設

置しない設計とする。 

非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室の概要を図 59 に示す。 

 

 

図 59 非常用ディーゼル発電機ルーフベントファン室の概要 
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補-3-11-60 

60. 原子炉建屋付属棟屋上 

原子炉建屋付属棟屋上には，スイッチギア室チラーユニット，中央制御室チラーユ

ニット及びバッテリー室送風機が設置されている。当該区域には，可燃物管理により

不要な可燃物を持ち込まない運用とし，チラーユニットは金属等の不燃性材料で構成

されていることから，周囲からの火災の影響を受けず，また，周囲への影響も与えな

い。 

このため，原子炉建屋付属棟屋上には火災感知器等を設置しない設計とする。 

なお，万一，火災が発生した場合には，中央制御室に機器の異常警報が発報するた

め，運転員が現場に急行することが可能である。 

原子炉建屋付属棟屋上の概要を図 60 に示す。 

 

 

図 60 原子炉建屋付属棟屋上の概要 
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補-3-11-61 

61. 固体廃棄物貯蔵庫 B 棟地下 1 階 

固体廃棄物貯蔵庫 B 棟地下 1 階は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置さ

れておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，固体廃棄物貯蔵庫 B 棟地下 1 階に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用

としていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，固体廃棄物貯蔵庫 B 棟地下 1 階には火災感知器等を設置しない設計

とする。 

固体廃棄物貯蔵庫 B 棟地下 1 階の概要を図 61 に示す。 

 

 

図 61 固体廃棄物貯蔵庫 B 棟地下 1 階の概要 
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補-3-11-62 

62. 固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 1 階 

固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 1 階は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されて

おらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 1 階に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用とし

ていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 1 階には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 1 階の概要を図 62 に示す。 

 

 

図 62 固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 1 階の概要 
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補-3-11-63 

63. 固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 2 階 

固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 2 階は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されて

おらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする。 

また，固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 2 階に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用とし

ていることから，火災が発生するおそれはない。 

したがって，固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 2 階には火災感知器等を設置しない設計とす

る。 

固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 2 階の概要を図 63 に示す。 

 

 

図 63 固体廃棄物貯蔵庫 B 棟 2 階の概要 
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補-3-11-64 

64.  常設低圧代替注水系配管カルバート（O-14-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 64 の概要 
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補-3-11-65 

65.  代替淡水貯水槽（O-14-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 65 の概要 

  

111



補-3-11-66 

66.  西側淡水貯水設備（D-B3-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 66 の概要 
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補-3-11-67 

67.  緊急時対策所建屋 屋上（K-4-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 67 の概要 
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